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チ ア ・ に っ ぽ ん 　 C H E A  J a p a n

 主は……恵もうと待っておられ、あなたがたを

あわれもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。

幸いなことよ。主を待ち望むすべての者は。
（イザヤ　30：18）
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　ハレルヤ！　果物屋さんに、赤いりんごや黄緑、赤紫、深い紫のぶどう、こげ茶色の大きな栗、、、と

秋の果物や野菜があふれる季節となりましたね。皆さん、お元気でしょうか？

　お祈りいただきましたサマーキャンプ、今年も約 150 名の皆さんと、神様にあって楽しく、深く励ま

される時間を過ごすことができました。ご参加とお祈り、ありがとうございます。

　前後して、「多様な普通教育機会確保法案」に関連して、約 20 名あまりの国会議員の皆さん方らとの

30 回余りの個別面談の時間が与えられ、チア・にっぽんからの提案を届ける道が開かれました。神様の

助けの中で、提案していた４つの点が改善され、今もさらなる働きかけを続けているところです。ダニ

エルのように「知恵と思慮とをもって応待」（ダニエル２：14）できるようにお祈りください。

　間もなくチア・オリンピック、11 月のマガジン 43 号の刊行、そして白馬セミナーと近づき、準備の真っ

最中です。皆さんのご参加とお祈りのほど、どうぞ、よろしくお願いします。皆さんへのますますの祝

福を祈っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チア・にっぽん代表　稲葉　寛夫

写真左上　洗剤でツルツルのスリップ＆スライド！約１０メートルの急こう配にチャレンジ！

写真左下　５階建てのビルの高さからの滝つぼジャンプ！　お父さんも参戦！

写真右　　乗馬体験も人気！馬の引き手はホームスクーラーＯＢの清野言くん （証は１０ページ参照）
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　サマーキャンプ

　今年も神様の恵みとあわれみの中で開催でき

て、大変、感謝でした。「時々雨の中にあっても、

プログラムに合わせて雨がやみ、不思議な神様体

験。これがチアキャンプ !!!」「代わりの準備も

素晴らしく、楽しかったです。さすがです」「い

つもチアの集まりに参加すると自分の軸を元に戻

されます。なぜ、キリストを信じているのか、子

育てしているのか、はっきりしました」「ただ主

に従っていきたいと信仰の原点に立ち返らされま

した」「終わるのが悲しくて、最後は泣いてしま

いました（男子　９歳）」「初めての参加です。子

どもたちが、この３日間で成長したような気がし

ます」「本当に楽しかった！　LIT としての疲れ

よりも充実感の方がずっと大きくて、苦痛だと

思ったことのない６日間でした。LIT は、神様の

存在をとても感じるよい経験となり、もっと聖書

を読みたい、神様に従っていきたいってすごく思

わされ、最高でした」といったコメントを多数い

ただきました（参加者の皆さんのアンケート、23 

ページ以降をご覧ください）。数週間後、「今年も

すごく楽しかった。ある方が、『これは、神様か

ら与えられている祝福と楽しさなんだろうね』と

おっしゃってたけど、私もそう思いました」との

お話しを聞きました。「僕も、きっと、そうなの

だと思う」と伝えました。例年通り、初参加のご

家族も、リピーターのご家族も多く与えられ、感

謝でした。僕としても、たくさんの良

いことがありました。特に、一度、夜

中の 12 時に解散したのに、結局、全員

残って、午前 2 時まで続いた「チャー

チ＆ホームスクーリング入門セミナー」

中、皆さんの神様や子育てへの熱い思

いにふれ、それもとても感謝でした。

　「多様な普通教育」

　法案の改正目指して

　　　－　憲法・基本的人権の視点

　前号でお知らせした通り、今国会で

の審議を目指して「普通教育の多様な

教育機会確保法案」の提出準備が進め

られています。不登校児童のほか、ホームスクー

リングが最善の教育方法と気付き、積極的に選択

したホームスクーラー等も含め、多様な教育機会

の確保を総合的に進めていこうという法案です。

　「多様な普通教育」を支援していこうという方

向性は感謝です。法案が可決されることによって、

ホームスクーリング展開がすぐに規制されること

はないと思われ、また、裾野が拡がるメリットも

考えられます。しかし、欧米であれば、すぐに憲

法違反とされるであろう条文がいくつか含まれて

いて、将来的には、基本的人権が侵害され、様々

な国・教育委員会のコントロールが拡がり、規制

されていく危険も懸念されました。

　３つのチア・にっぽん試案の提出と

　20 人余りの国会議員らとの

　30 回あまりの個人面談

　それで、チア・にっぽんとしては、前号でお知

らせした通り、立法チームの議員の皆さんや文科

省・関係者への働きかけを始めることにしました。

国内外の弁護士の先生方や、アメリカで 40 年余

り「ホームスクーリング関連」の法的な戦いに勝

利し続けてきた歴史を持つホームスクーリング法

的擁護協会（HSLDA）らと連携しながら、具体的

な提案書を３度に渡って提出してきました。

　６月以降、河村建夫元官房長官（自民）ら３人

の元文科大臣、馳浩（自民）・笠浩史（民主）元

塩谷立　衆議院議員　（元文部科学大臣、 元自民党総務会長、

自民党政調会長代理）
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国が主語であり、教育の第一義的な責任者のごと

き印象をもたらす。『支援』という言葉にすれば、

親や子どもたちが主語となり、政府はサポート的

な立ち位置であることが示され、ふさわしい」と

提案させていただきましたが、法案の表題におい

て「支援」が採用されることとなり、心から感謝

しています。

　なぜ、変更になったのか

　第１点目の『「家庭訪問」は、捜査令状なき家宅

への侵入であり、憲法違反』という議論は、文科

省によると、これまでの 11 回の立法チームでの会

議では、論議されたことは１度も無かったそうで

す。「不登校生の指導」という目的の中で、人権へ

の認識が隠されてしまったのだと思います。

　「ご指摘のお陰でこの条文が消えました。すごい

です」と何人かの議員の皆さんが話してください

ました。まず、神様の助けを讃えます。また、他

の法律と矛盾がないようにチェックする法制局の

皆さんや、謙虚に法案の変更を認められた議員の

皆さん方、そして、16 年のチアでの体験と、40 年

間、「ホームスクーリング法案」について戦い続け

てきた世界の先人たちの歴史とサポートのおかげ

で、法案が動く瞬間を体験できて、心から感謝し

ています。

文科副大臣、自民党の塩谷立政調会長

代理、民主党の細野豪志政調会長ら、

20 人余りの議員の皆さんや、文科省の

皆さんらと、合計 30 回余りの個別面談

が開かれていきました。

　「チア試案１」３ケ所と

　「チア試案２」１ケ所の改正

　　　―　何が、変わったのか

　とても感謝で幸いなことに、「チア試

案１」（７月 25 日以降提出）で提案さ

せていただいた部分は、３ケ所、改正

されました。また、さらに本質的な問題

と解決法を提案した「チア試案２」（８

月 24 日提出）を受けて、１ケ所、改正があり、と

ても喜んでいます。その４点の詳細は後述の「チ

ア試案２」に説明しますが、下記に、項目等、簡

単に記します。

　試案１での改正点は以下の通りです。

①「毎月１回の家庭訪問の条文の削除」。捜査令状

なく、毎月１回程度、教育委員会が家庭を訪ねる

ことによる指導が座長案にあり、チアからは憲法

違反の疑いを指摘し、反対したところ、全文削除

と改正されました。良心的であることは理解しつ

つも、警察や国税庁でも禁止されている捜査令状

なき訪問という制度が、「学習支援」という名の下

で法制化され、憲法 35条違反の懸念がありました。

民主主義の国々では、世界のどこにも無い法律案

でした。

②教育委員会の許認可は、希望した家族のみを対

象とする、との文言の明記（許認可の申込は任意

で、現状のままでも良いとの趣旨が明確にされま

した。）

③「就学義務」（学校という建物に行くことを義務

と定義した『学校教育法』の「就学義務」という

用語は消え、憲法 26 条で用いられている「普通教

育の義務」の用語の使用を提案しました。法案全

体から「就学義務」の用語が消えました（憲法は、

教育義務を命じてはいるが、就学義務は命じてい

ない点を、明らかにするための提案です）。

　「チア試案２」では、「『確保』といった言葉は、

小坂憲次　参議院議員 （元文部科学大臣、 
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　現在の問題点

　ただ、現在も、「個別学習計画を提出し、教育

委員会が許認可をすることができる」という、国・

教育委員会に許認可権を与えるという問題ある条

項が含まれています。家で真面目に勉学に取り組

むことに教育委員会が許認可を出すことは、不自

然なことです。これは本来、親や子どもの尊厳に

基づき、個人的な決断をすべき事柄です。これも

欧米であれば、すぐに憲法違反の判決が出る条文

です。これは単に、不登校生やホームスクーラー

のためというだけではなく、近い将来、クリスチャ

ンや一人一人の家族の基本的人権や自由が侵害さ

れ、公権力によって様々な支配を受けていく、そ

の最初の扉につながるリスクもある問題です。そ

れ故、海外では、憲法違反とされています。

　チアとしても「不登校生」の支援のために、最

大限、協力していこうと思っています。しかし「不

登校対策」という名の下に、基本的人権の侵害が

見えにくくなる面もあるため、各先生方、文科省、

関係者の皆さんに、情報提供をさせていただいて

いるところです。

　今日も以下のメールをいただきました。「転勤

したため、ホームスクーリングについて連絡する

ため、新しい学校の校長と面談しました。不登校

児に重荷があるらしく、『日中もよく生徒宅を訪

問しているので我が家にもそうしたい』『交換日

記もしたい』とのことでした。我が家は不登校で

はない旨と最新のチア・ニュースレター等の情報

を示し丁重に辞退しました。校長はチアのホーム

ページも隅々、読まれたそうです。『法案の行方等、

さらに情報があれば、盛んな活動が見えやすいの

でいいのではないか』というご提案がありました」

ということでした。そうした声も受けて、祈りの

課題として、今回のニュースレターで、まず、各

議員、文科省の皆さんに送った「チア・にっぽん

試案２」（８月 25 日提出）を掲載しますね（試案

１は、前号のニュースレター巻頭言の内容とほぼ

重なっています）。実際のやり取りの詳細や「チア・

にっぽん試案３」（９月８日提出）は、11 月刊行

の「チア・マガジン 43 号」で掲載させていただ

く予定です。

　基本的には、毎回、神様に感謝する展開ですが、

今後も、ぜひ、お祈りいただければ幸いです（上

細野豪志　衆議院議員 ・ 民主党政調会長。 左端は、 ホームスクーラーの伊澤聡一郎さん。 （元 ・ 田島一成衆

議院議員秘書） 義理の弟さんが幼なじみ等の関係で、 細野政調会長をご紹介くださいました。
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記４点の詳細については、後述の「チア・にっぽ

ん試案２」で説明しています）。

　最新の状況と課題

　法案作成を行っている「超党派フリースクール

等議員連盟」では、11 回の会議を重ねていますが、

「教育委員会」に「個別学習計画への許認可権を与

えるかどうか」をめぐって、９月２日の関係議員

の総会でも、自民、民主、維新、共産の４党の議

員から、反対論が出ています。普通、議員立法で

は、全党一致というケースが多いそうですが、「教

育委員会に許認可権を与えるかどうか」で、賛否

両論に分かれています。でも、議連事務局は法案

成立を進める方針です。「教育委員会への許認可

権」については大幅変更はなく、各党に意見を持

ち帰って検討という次のステップに進み、今国会、

または次回への国会への提案を目指しての準備が

進められています。

　「教育委員会」が許認可権を持つことに対して

は、海外では違憲判決が山のようにあります。子

育ての第一義的な責任者である親が真面目に教育

に取り組み、親の自然権や基本的人権・責任に基

づいて選択した教育方針に、教育委員会が許認可

を出すという、日本での初めての法律案には、チ

アとしても、もちろん反対です。

　でも単に反対というだけではなく、なぜ海外で

は違憲となるのか、日本でも違憲となり得るのか

根拠を示しつつ、一方で、議員の皆さんの尽力や

良い目的にも感謝と敬意を示しつつ、子どもたち

の将来に実効力をもたらす法律となるために、双

方が歩み寄れ、憲法問題にならないような解決案

を「チア・にっぽん試案３」（９月８日提出）と

して提案し、働きかけを続けています。ぜひ、お

祈りいただければ感謝です。

　なぜ、今回の法案に

　働きかけることが大事なのか

　この後、実際に、各議員、関係者の皆さんに提

出している「チア・にっぽん試案２」を掲載しよ

うと思います。その前に、今、なぜ、この法案に

ついて祈り、関わっていくことが大事か、再確認

しますね。

チア ・ サマーキャンプ　－　父の心を子に向け、 子の心を父に向けて！
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　上記の通り、今回の法案には、この 40 年、

海外で実際に導入が検討された結果、憲法違反

であり効果的でもないということで消されて

いった条文案が、いくつか座長案に組み込まれ

ていました。

　たとえば、経済支援（補助金）と引き換えに、

学習カリキュラム等について、指導という名の

下にチェックやコントロールが入り、合否判定

がなされ、卒業等も合否の判定がなされるとい

うわけです。合格できれば、本来の登校しての

義務教育を果たしたとみなし、合格証書を与え

るという考えです。

　つまり、「子どもたちは国の子どもであり、

教育方法を決める権利・責任は、本来、国にあり、

学校に行くと定めている。今回、学校に行けな

い子どもたちのために例外規定を設け、教育委

員会が許可すれば、就学義務から外す制度を設

ける。個々の親には、多様な普通教育を選ぶ権利・

責任や自由はなく、国・教育委員会の許可を受け

てのみ、例外的に学校ではなく、教育委員会に属

した教育の方法を与える」という意味の法案です。

　具体的には、市町村の教育委員会が、学習計画

書が合格かどうかを判定し、許認可を出せるよう

な新しい権力、法的な強制力を与える法案です。

その結果、親たちは、「お代官様、お許しください」

と、教育委員会の顔色を見ながら、ホームスクー

リングやチャーチスクールを継続していくことに

なるような状況も考えられます。今回、「できる（つ

まり任意という意味）」と明確に条文に書かれ、教

育委員会の許認可を希望しない親は、これまで通

りの行動は取れます。しかし、許認可権を持つこ

とで、これまで以上に教育委員会が圧力をかけた

り、この法案に続く、様々な法律や条例が作られ、

国の支配が強まってくる時代も予測されます。

　最初は、弱い立場の家族への圧力が考えられま

す。たとえば、子どもさんがダウン症、学習障害

があるほか、何らかの障害を持っているケース（こ

うしたケースへのホームスクーリングは、特に効

果が高いと海外では認識されています）、シングル

ファミリー（最近はその数が増えています）、経

済的に厳しい家族等から順番に、チャーチ＆ホー

ムスクーリングを断念するよう、次第に圧力が強

まっていくケースが考えられます。

　前述の通り、世界の「ホームスクーリング法」

や「多様な教育法」では、今、日本で検討されて

いるような条文はなく、もし欧米にこの法案を

持って行くならば、憲法違反として無効判決が出

る内容です（ドイツ、中国、北朝鮮を除く）。

　もちろん、立法チーム・文科省では、「今後１

年半をかけて、懸念されていることが起きないよ

うに、運用面でのガイドラインを文科省が作成し、

全国に周知する」と言われています。実際、その

ような明白な圧力によって、ホームスクーリング

やフリースクール（チャーチスクールを含む）の

断念が起これば、「やはり、規制と支配力でがんじ

がらめにする第二の学校化の法案だった」と大き

な問題となるので、当面はないとは思います。し

かし、将来的に、不当な支配と規制の扉を開く法

的な足場を造ることになり、今後の新たな危険性

を生み出すことになります。

　これまで、多様な教育についての日本の法律は、

いい意味であいまいに進んできたところがありま

した。今回の法律ができると、許可、不許可とい

う面がはっきりしてきます。

　教育や子どもたちの状況は「千差万別」です。

それに全国一律の公正な基準を設けることは、も

ともと無理な話であり、今回の法案を機に、いた

ちごっこのように、山のような法律や条例、ガイ

ドライン等を作らざるを得なくなり、その結果、

田村智子　幹事 （参議院議員、 参議院文教科学委員会

委員、 日本共産党准中央委員）
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ますます自由を束縛されると考えられます。

　欧米で今も続く、

　ホームスクーリング規制の動き

　また、今は法案には書かれていませんが、海外

で実際に検討された条文としては、「許認可の合

否判定のために年度末に学力テストを行い、成績

が基準に満たない場合は、一般の学校に戻す」「親

が教員免許を持っていない場合は、ホームスクー

リングを認めない」等がありました。従わない場

合は、子どもたちを国が取り上げて、施設で養育

すると圧力をかけられた例もあります。これに対

し、世界のホームスクーラーたちは、聖書でも憲

法でも保障されている人権を踏みにじるものとし

て立ち上がり、戦い、最高裁までの数多くの裁判

等で勝利し、法律を改正させ、葬っていきました。

まさに神が味方し、また、世界のホームスクーラー

たちが動じることなく、的確な動きを続けていっ

た歴史の中で、真理は強く、各国の憲法の中で守

られ、ますますホームスクーリング人口は増えて

いきました。

　今回の法案が通り、許認可制が法律として成立

する場合には、数年後には、海外では淘汰された

様々な規制や支配をもたらす法案が、日本でゾン

ビのように復活し、芽を出し、ホームスクーラー

たちやその予備軍をしばる危険性があります。

　HSLDA（ホームスクーリング法的擁護協会）では、

10 数名の弁護士と 100 名余りのスタッフ

を抱え、この 30 年、アメリカや世界のホー

ムスクーリングムーブメントに貢献して

きました。

　すでにたくさんの憲法裁判で勝利を続

け、ホームスクーリングの社会的な認知

や評価が定着しているアメリカで、HSLDA

が今も尚、存在の必要があるのは、なぜ

でしょうか。それは、ホームスクーリン

グという強力な教育手段の実行において、

少し手を休めると、それをつぶそうとす

る法制化や規制の動きが、度々、出てく

るからです。

　その意味で、日本では逆に、これまで

はステルス爆撃機のように目立たず、自

由なホームスクーリング展開をしつつ、実力を

養ってこられました。僕としては、もう数年あれ

ば、もっと実力を養えるなと思っていました。し

かし、時は満ちていて、いよいよ塩気をもち、ま

た世の光となって、日本全国に貢献していく時代

が来ているのかと思いました。

　逡巡と「時」の決断

　正直言って、様々な逡巡もありました。特に、

いつも時間的に忙しく、スケジュール的に綱渡り

です。そこに国会対応が入ることは物理的に困難

で、神様に委ねるだけでいいかな、、、と思ってし

まいがちでした。

　７月上旬にアメリカに戻り、チア設立時からの

ブレインの一人であるジュリー・ホーンさんに相

談した時に、励まされるコメントをいただきまし

た。

　「確かに、神様に委ねることが基本。でも、その

神さまのミッションを受けて、人間がやるべきこ

ともあるでしょう。たとえば、法案・国会対策で、

ニュースレターやパンフの発行等が遅れて、サ

マーキャンプや白馬の案内や啓蒙・励ましが遅れ、

参加できない家族が出てくるかもしれない。それ

でも、ホームスクーリングのムーブメントは止ま

らない。でも、悪い法案が通れば、ホームスクー

リングが止まる事態も起こり得るでしょう？」。な

吉川元　幹事 （衆議院議員、 社民党政審会長）
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るほどと思いました。

　微力であっても、以下の３点のために、立ち上

がる時が来たのかと思いました。

①ホームスクーラー、チャーチスクーラー、将来

の予備軍を守るために。

②個が規制され、国が個を支配し、基本的人権を

侵害していくのは世の倣い。憲法 97 条に「人類の

多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、こ

れらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び

将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権

利として信託された」と、「基本的人権が侵され

る」試練に遭いやすいことが書かれてある通りで

す。神が一人一人に与えた自由と基本的人権を守

り、福音のインパクトを与え、日本の国民と将来

に寄与するために。

③議員・文科省・関係者の皆さんにキリストの福

音を分かち合うために。

　それで７月は、国会・法案対策を最優先し、今

回のサマーキャンプのパンフの発行は、過去 16 年

で一番、遅くなってしまいました。皆さんに届い

たのは、なんと、キャンプ開催３週間前を切って

いたと思います。

　でも今夏も、昨年とほぼ同じ、150 名余りのご

参加をいただき、とても楽しく、深いサマーキャ

ンプを開催できました。神様のサポートと皆さん

の応援を心から感謝し、賛美している次第です。

　16 年目の地の塩、世の光展開

　今から７、８年前だったでしょうか。「日本の

ホームスクーリング展開は、ステルス爆撃機のよ

うだね。とても賢いと思う」と、故クリス・クリッ

カ弁護士（HSLDA ホームスクーリング法的擁護協

会）が、僕に話しました。いい意味での日本の曖

昧さの中で、この 16 年、一部の文科省の皆さんや

国会議員の皆さんと連絡を取りつつも、一般的に

はつつましく、目につかない形で実力を養い、実

績を積み、光が当たってくる時代にも備えてきま

した。上述の通り、もう少し先かなと思っていま

したが、今回の法案に光が当たる中で、立ち上が

る時が来たのかなという印象を持っています。

　聖書に書かれてある通りです。「正義を行う者、

まっすぐに語る者……このような人は、高い所に

住み、そのとりでは岩の上の要害である。彼のパ

ンは与えられ、その水は確保される」（イザヤ 33：

15、16）。

　「チア試案１」で個人面談を持ち、重要な３ケ所

の改正を与えられました。そこで、良しとしよう

か、さらに、問題点について、深く提案を続けよ

うか、悩み、内外の皆さんと相談しました。結論

としては、「チア試案２」として、「まっすぐに語

る者」を目指す決断をしました。実際に各議員に

お渡しした「チア試案２」（抜粋）は、今回のニュー

スレターの 13 ページから掲載します。その後、さ

らに１点、改正くださり、ここで終わろうか、悩

みました。結論として、今度は、議連事務局の先

生方の立場にも立って、皆が WinWinWin となれる

提案をしよう、その上で「まっすぐに語る者とな

ろう」と決断し、９月７日以降、お渡しし、何人

かの議員さんたちと個人面談を続けています。そ

して、今後への働きかけを続けています。ぜひ、

祝福をお祈りください。

　ヨセミテ家族旅行！　

　1000 ｍ級の断崖絶壁に立ち、

　「いつまでも主に信頼せよ。主は、

　とこしえの岩だから」（イザヤ 26：4）を体感！

　８月中旬から、エミリの大学での寮生活が始ま

りました。「毎日が最高！　とても充実してる！」

との報告の連続です。７月中旬には、合格祝いと

新しい出発を記念して、家族でヨセミテ国立公園

に２泊３日の旅行をしました。仕事も兼ねて日本

に一緒に行ったりする以外は、家族での宿泊旅行

は、ジョセフが生まれてからは初めてです。

　ヨセミテは、ロサンゼルスから車で６時間、広

さ 3000 平方 km という巨大な山と渓谷と原生林、

そして、花崗岩の 1000 ｍ級の切り立った絶壁がダ

イナミックに続く自然保護地区です。アメリカで

とても人気があり、国内で一番好きな場所は「ヨ

セミテ！」と答える方も多いです。かなり観光地

化されたグランドキャニオンと違った、大自然そ

のもの、神様の偉大さを讃えずにはいられない世

界があります。

　氷河と洪水が形成した花崗岩の切り立った断崖
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の連続がすごいです。僕は中学生の

時、北海道の層雲峡の柱状節理に憧

れて、青函連絡船に乗って、一人旅

をしたのでした。その高さが約 100

ｍで、その岩肌や滝に心を打たれ、

今も、層雲峡を含む大雪山系は大切

な場所です。でもヨセミテの絶壁は

層雲峡の高さの約 10 倍、1000 ｍ級が

延々と続きます。夏に氷河が溶けて

水流となっているという滝が、その

絶壁を流れ落ちます。世界で５番目

の落差ということで、500 ｍを超えま

す。下のキャンプ地から見ていると、

スローモーションで水が落ちてくる

感じに見えます。

　ほふく前進で、

　1000 ｍの崖下を見る！

　みんなでハイキングして、「グレー

高
度
１
０
０
０
ｍ
の
断
崖
絶
壁
に
立
つ
！

（
標
高
２
０
０
０
ｍ
）

雄
大
な
巨
岩
の
パ
ノ
ラ
マ
は
、
ゆ
る
ぎ
な
き
創
造
主
へ
の
最
確
信
と
勇
気
を
与
え
ら
れ
る
！ 

ホームスクーリング１６年の恵み！

エミリ （大学１年）、 ジョセフ （６）、 真祈史 （大学４年）
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きるかな」「あと８年ということは、ダディは 60

歳だね」「60 歳で、家族全員で登れたらすごいな。

今からトレーニングしよう！」。そんな新しい目標

も家族全体でもらって、ヨセミテを後にしました。

「ダディ、ヨセミテに連れて行ってくれて、ありが

とう！　すごく良かった！」とエミリがうれしそ

うに話しました。

　20 代のホームスクーラー OB たちに

　励まされて

　現在、マガジン 43 号を編集中です。表紙は、20

代のホームスクーラーの OB、OG の４人の写真の掲

載を考えています。10 代のホームスクーラーたち

は、キャンプやコンベンション、白馬セミナー等

で、この 10 年余り、LIT（リーダーズ　イン　ト

レーニング「訓練中のリーダー」）として参加者に

仕える姿を通して、証ししてきました。文字通り、

訓練中であり、不完全ながらも、多くの人々に感

動や勇気を伝えることができてきたと思います。

今まで、20 代の OB、OG たちの姿を紹介する機会は、

それほど多くはありませんでした。これまた完全

な存在ではないでしょうが、一つの模範として姿

シャーポイント」という岩壁の頂上を目指し

ました。高さ 1000 ｍ、ほぼ 90 度に切り立っ

た断崖の先から、1000 ｍ下の渓谷地や、10km

ほど先の反対側の岩壁の山脈を見晴らす、大

パノラマの風景です。

　グランドキャニオンでは、絶壁の３m ほど

手前に柵があって、本当の崖の先端には行け

ないようになっていますが、「グレーシャーポ

イント」は、行こうと思えば誰でも行けます。

僕はジョセフと地面に腹ばいになり、1000 ｍ

下に落ちないようにジョセフの背中をしっか

りつかまえながら、ほふく前進し、1000 ｍ下

をのぞき込んで見ました。すごい迫力。日ご

ろ、アクティブなジョセフも、これだけは「恐

い！」と言いました。

　切り立った巨岩たちがびくともしない岩の

断崖の連続を見ていると、この大パノラマを

創造した神様の偉大さ、力強さに打たれます。

そして、小さなことに心煩わせる自分の小さ

さを思います。また、特に法案等、今までと

は違ったレベルでの新しい展開をしていくことに

ついて、神様から「大丈夫だよ！」と言われてい

る気がし、とても励まされたのでした。

　「主はわが巌（いわお）、わがとりで、わが救い主、

身を避けるわが岩、わが神。……この主を呼び求

めると、私は、敵から救われる」（詩篇 18：２、３）

　「私のたましいは黙って、ただ神を待ち望む。私

の救いは神から来る。神こそ、わが岩。わが救い。

わがやぐら。私は決して、ゆるがされない」( 詩

篇 62：１、２)

　「いつまでも主に信頼せよ。ヤハ、主は、とこし

えの岩だから」（イザヤ 26：４）

　ヨセミテの大パノラマの断崖絶壁に立ち、何か、

聖書に書かれてある岩のイメージのスケールが変

わりました。まさに動かざる、人間の業ではどう

にもならない、1000 ｍ級の巨岩の重量感であり、

神様の偉大さを再確信させ、主に信頼して歩んで

いくことの確かさと励ましを受けたような気がし

ました。

　ヨセミテには、ロッククライミングに近い形で、

鎖につかまりながら切り立った岩肌を二日がかり

で登山するコースがあります。「家族みんなで登

りたいね」「ジョセフが 14 歳ぐらいになったらで

教師を目指す那須真良樹君

（ホームスクーリング歴１１年 ・ 大阪市立大３年）

チア ・ マガジン表紙プロジェクト （２０代ホームスクーラー

OB/OG）　
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を伝えたいというのが、今回の表紙特集の目的で

す。４人の候補者と連絡を取りながら、励まされ

ることがありました。

　大阪市大３年生で、教師を目指す那須真良樹君

（23 歳）。12 歳の頃からホームスクーラーです。大

阪の写真館に、表紙写真の撮影に行ってくれまし

た。そこで 180 枚の写真を撮影してもらった真良

樹君に、カメラマンの方はデータを全部くださっ

たのだそうです。本来、予定した撮影料金では２

枚のデータしかもらえなかったのですが、無料で

180 枚くださったのでした。その経緯を尋ねると

「マガジン 41 号をサンプルとして持っていきまし

た。そして、ホームスクーリングのことを話した

ら、そんな教育法があるのかと感動した、ささや

かだけど応援したいと話してくれて、全部のデー

タをくださったのです」とのことでした。きっと、

真良樹君の姿勢も好感を持たれ、カメラマンの方

も感動して 180 枚も撮ってくださり、しかも無料

で捧げてくれたのではと思いました。

　ちなみに、写真撮影代をチアで負担する予定で

したが、「今回の撮影代は僕の献金という形にさ

せて下さい。ずっとお世話になっているチアの会

計に『マラキ撮影代』と書かせるなんて、申し訳

なさすぎます…」とのメールが届きました。「ちょ

うど、マガジンの 20 代の証しのページを増やそう

かどうか、考えてるところだった。泣かせる献金

コメントもいただいて、ページ増にすることにし

たよ」と答えました。真良樹君の成長ぶりをうれ

しくも思いました。

　高認取得もしながら、伝道チームに加わって２

年あまり全国を伝道、現在は仙台の宮城明泉学園

で働いている清野言君（22 歳。８歳からホームス

クーリング）。「伝道者として紹介しようかな？」

「いや、僕は、伝道者になりたくて、ここに来たの

ではないのですよね。僕は、ただ神様に従いたい

と思っていて、その選択を重ねていたら、このよ

うな仕事に導かれただけですよ。今は、給料から

若干の生活費を除いた分の約半分は、両親の老後

の費用のために貯金しています。残り半分は、伝

道チームに献金しています。どちらも前からやり

たくて、夢がかなったというか。神様に感謝して

います」とのこと。

　「なるほど。ただ神様に従いたいと思って選択

していったら、今があるのか。それはすごいね。

夢がかなったのも良かったね」。僕はそう言いな

がら、感動しました。僕は、社会人時代に親には

まったく仕送りせず、教会や伝道者たちへの献金

ばかりしていました。妻の和紀子は医師として稼

いでいたので、僕の給与の約半分以上は献金して

いたと思います。貯金は全額、アメリカの神学校

に留学した時の学資と生活費に用立ててしまいま

した。僕の親には、仕送りどころか、学生時代の

奨学金の返済までもさせていました。今思うと、

親にとても悪かったし、本当に未熟な判断でした。

今、親にたくさん送りたいけれど、経済状態はそ

の頃のようではなく、歯がゆいです。それに比べ

て、言君は違うと思います。親御さんのために半

分貯え、残り半分は伝道者に捧げているのは、や

はり偉い。それもただ、神様に従った選択をした

ら、こうなったとの謙虚な姿勢で、賢い道を選ん

でいる姿も偉く、教えられました。

　16 年の歩みを経て、このような OB、OG 予備軍

たちが、続々と成長してきていることをうれしく

思います。もちろん、完璧ではなく、様々な挫折

や失敗もあるでしょう。でもチャーチ＆ホームス

クーリングで、親とキリストの愛に育まれ、力強

く、岩に立ち、キリストの福音のインパクトを与

えるであろう、若者たちが育ちつつあることを覚

えます。「地の塩・世の光」となって、僕たちの世

代でできなかったことを成し遂げる、そんな若者

たちが、少しずつ育まれてきていることを覚えま

す。

　最近は伝わってなかったことを発見！　

　改めて「形よりも本質を」

　16 年目を迎えたチアの歩み。最近、あるチアメ

ンバーの A さんと話して、16 年の時の流れに気付

かされることとなりました。A さんは「チアの３

つの強い目的の３番目、『伝道・世界宣教』は我が

家には当てはまらないと思う」と僕に言われまし

た。「え、そうなのですか？」と聞くと、「子ども

たちは、伝道するクリスチャンになってほしいけ

ど、牧師や宣教師にはならないだろうと思ってい

るのです」とのことでした。
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　「あー、それは、３番目の目的その

ものですよ。チアは、みんなに牧師

や宣教師になりましょう！とは勧め

ていない。召しのあるクリスチャン

がなるのはいいけど。チアは形より

本質です。キリストの弟子の心が与

えられ、どんな職業であっても、人

を恐れず、キリストの愛に感謝、感

動して、キリストの福音を宣べ伝え

て行こう！　日本中、そして世界中

で福音を伝えるために用いられるよ

う祈っていこう！　それが３番目で

す。チアの当初からの本旨で、モッ

トーでした。最近、話してなかった

かな……。A さん、８年目ぐらいで

したっけ？」「そうです。８年目です」

「牧師や宣教師もいいけど、その職業

に就くことが伝道・世界宣教ではな

く、形よりも本質だよ！　それぞれ

の召しに従い、大胆に宣べ伝えてい

こう！というのがチアだったのだけど、設立 16 年

が経ち、最近、言ってなかったですね……。すみ

ません」「（A さんの妻 B さん）そうでしたか。で

も私、母として伝道してなくて、良い模範になれ

てないです」「そんなことないですよ。今、命懸け

でホームスクーリングしている、それがすなわち

伝道だよ！　これもチアの古くからのメッセージ

でした。今、召されたことを忠実に行いつつ、直接、

福音を宣べ伝えるために私たちを用いてください

と子どもたちと祈っていく、チャンスが来たら行

う、そこからでいいよ！と伝えてきました。これ

もしょっちゅう言ってきたつもりだけど、最近、

言ってなかったかもしれないですね。将来の伝道

のためにも、子どもたちに、勤勉、正直、従順の

心を養っていく。伝道・世界宣教のために、人格

も学力も体力も、実力を養っていく、それがすな

わち、３番目の目的だということです」「そうだっ

たのですねー」

　この会話を通しても、16 年の歳月の速さを感じ

ました。

　恵もうと待っておられる神様の元で

　（イザヤ 30：18）

　ぜひ、この強い目的、「魂の救い」、「キリストの

弟子の心を与える」、「伝道・世界宣教」を持って、

失敗しても、くじけずに進んでいければと思って

います。巨大な岩である神様は、「恵もうと待って

おられる方」であることを度々、示されます。「主

は……恵もうと待っておられ、あなたがたをあわ

れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるか

らだ。幸いなことよ。主を待ち望むすべての者は」

（イザヤ 30：18）。この主を待ち望み、日本中、世

界中の人々に、「地の塩・世の光」となって仕え、

福音を分かち合っていければと思います。

　「多様な教育法案」を通しても、尽力している議

員の皆さん、文科省や関係者の皆さんへの助けと

なり、良き貢献ができ、「正義を行い、まっすぐに

語る者」となれるようにお祈りください。

　また、今年の「チア・オリンピック」、「白馬セ

ミナー」へのご参加や祝福のお祈りをどうぞ、よ

ろしくお願いします。

　皆さまへのますますの祝福を心から祈っていま

す。

感謝しつつ

稲葉　寛夫
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「多様な普通教育の実現のための支援法案」

に関する「チア・にっぽん試案２」

（8月 24 日以降、関係議員・文科省の皆さんに配布し、個人面談をさせてもらった提案書です）

８月 11 日のフリースクール等超党派議員連盟
総会に出席し、最新の法案を伺い、大きな前進が
見られ、とても感謝しています。後述します３点
について、これまで私どもからも「チア・にっぽ
ん試案」として提案させていただいた点がそのま
ま認められ、とても喜んでいます。ただし、まだ
課題があり、憲法に基づき、さらに正しく、効果
的な法案を目指し、新しい「チア・にっぽん試案２」
を提案させていただこうと思いました。

これまで、本法案について、フリースクール等
超党派議員連盟の河村建夫会長、馳浩座長、笠浩
史座長代理、林久美子事務局長、また、小坂憲次・
塩谷立元文科大臣や細野豪志民主党政調会長らを
含め、15 人の先生方と面談の時を個別に持たせ
ていただきました。

河村建夫会長（自民）　元官房長官、元文科大臣
馳浩座長（自民）　自民党広報本部長、
　　　　　　　　  元文科副大臣
笠浩史座長代理　（民主）　元文科副大臣
林久美子事務局長（民主）　元文科政務官

田村智子　幹事　（共産）
畑野君枝　幹事　（共産）
小坂憲次　参議院議員　（自民）　元文科大臣　　
塩谷立　自民党政調会長代理　（自民）　
               元文科大臣
田島一成　衆議院議員　（民主）
細野豪志　民主党政調会長　（民主）
松野博一　自民党副幹事長　
                  元文科副大臣　（自民）
文科省　
亀田徹　　視学官　（院内集会にて）
佐野嘉則　専門官　（文科省にて）

多様な学び保障法を実現する会
奥地圭子　共同代表
中村国生　事務局長

（※その後、さらに　吉川元　幹事（社民）ほか、
数名の議員、議員秘書、文科省の皆さんらと個人
面談の時間を持たせていただくことになりまし
た）。

　8 月 11 日案について、まず、評価される点を
感謝を込めてお伝えいたします。

評価点１

市町村教育委員会の訪問の条文が削除された

座長試案では、以下の通り、書かれていました。
・「市町村教育委員会は、訪問等の方法により子

どもに対して学習支援を行う」。

今回の法案では、条文が削除されていました。
チア試案では、この項目の趣旨は理解しますが、
憲法 35 条で禁止されている捜査令状なき住居へ
の侵入、捜査が、「学習支援」の名目で教育委員
会によって行われ、憲法で保障されている基本的
人権が著しく侵害される…との誤解を与える可能
性が大きいと思われ、削除を提案しました。「家
庭訪問」的な良い心で行おうとしている目的は十
分、理解しますが、制度として、親の希望に基づ
かず行われるのであれば、令状なき住居への侵入
であるからです。

「虐待等の早期発見につながるだろう」との声
も理解はします。しかし、「虐待」等の嫌疑がかかっ
ている場合は、児童虐待防止法等の法律に基づき、
迅速に行動すべきであって、「多様な教育機会確
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保法」を用いて家庭を訪問し、「児
童虐待」を取り締まろうというの
は、おかしなことであるかと思い
ました。

たとえば、本法案に、「親が希望
する場合は、訪問も可能」等、選
択的な文言が加わるならば、そう
した憲法違反をめぐる誤解を避け、
正しく情報が伝わると思い、また、
法案の条文ではなく、ガイドライ
ン等に記述すべきと提案しました。

11 日の条文では、この項目は全
文削除されていて、とても感謝し
た次第です。

評価点２

許認可制ではなく、「できる規定」

が明示され、選択制が強調された

座長試案では、以下の通り、書かれていました。
・「保護者は、子どもの状況等を考慮し、個別学

習計画を作成して市町村教育委員会の認定を受け

たときは、学校に就学させないで、子どもに教育

を受けさせることができる」。

「教育委員会の認定を受けたときは……できる」
という文章で、認定を受けない時は、多様な普通
教育ができないとも読めるものでした。そこで、
チア試案１では、以下のように提案しました（追
可文言は太字で記します。削除部分に中線を引き
ます）。

○学校以外の場で学習する子供の教育支援を希

望する者への機会の確保
 ・支援を希望する保護者は、子供の状況等を考

慮し、個別学習計画を作成して市町村教育委員会
の教育支援を申請できる認定を受けたときは、学
校に就学させないで、子どもに教育を受けさせる
ことができる。

8 月 11 日案では、下記のように改善されてい
ました。
・「……その居住地の市町村 ( 特別区を含む。以

下同じ。) の教育委員会に提出して、その個別学

習計画が適当である旨の認定を受けることができ

る。」

「教育委員会の認定を受けたとき」が削除され、
「認定を受けることができる」との「できる規定」
となり「選択制」である点が明確にされ、大変、
評価できる改善でした。

ただ、本来は、親が教育の方法を選択すること
について、「教育委員会が許認可権を持つ」とい
う点は、憲法上、根本的な問題があり、この点に
ついては、今回の「チア・にっぽん試案２」で提
案させていただこうと思っています。

評価点３

「就学義務」が削除され、憲法 26条にならい「普通

教育を受けさせる義務」で用語統一された

座長試案では以下の通り、書かれています。
・「当該保護者は、就学義務を履行したものとみ

なす。」

チア・にっぽん試案では、以下のようになって
います。

・当該保護者は、憲法 26 条 2 項にならい「普通

松野博一  衆議院議員 （元文部科学副大臣、 自民党副幹事長、

教育再生実行本部本部長代行）。 筆者とは同じ大学 ・ 学部で同時

期に４年間過ごし、 共通の友人も
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教育を受けさせる義務」就学義務を履行したもの
とみなす。

　8 月 11 日案では、「普通教育」の用語使用が
随所に見られ、評価できます（表題、第一章（目
的）、第七条、第十一条ほか。第十七条では、「学
校教育法第十七条の義務を履行しているものとみ
なす」とされた。）。法案全体で、「普通教育」「多
様な教育機会」等の言葉で統一されてきた点につ
いて評価できます。
　ただし、＜学校教育法の特例＞として、「教育
委員会の認定を受けている保護者は、義務を履行
しているものとみなす」という表記は、憲法の精
神を見ず、学校教育法に矮小化した解釈に終始し
た見方です。憲法本来が認め、本法案の理念とも
関わる、親や子が持っている「基本的人権」、多
様な「普通教育」を受けさせる権利については触
れてなく、「不登校」を含む「多様な普通教育」
が犯罪か、病気という従来の捉え方を踏襲してい
ます。そうしたケースの治療や対策のため特例を
設けるといった、暗くネガティブなイメージを与
える法案となり、本来、憲法で保障されている多
様な普通教育に光を当てて、子どもたちの健全な
育成をするという本法案の効果的な側面にブレー
キをかける結果となっています。この点について、

「チア試案２」の項目で提案したいと思います。
本法案は、世界的にも注目を集め始めていま

す。アメリカのホームスクーラー（約 300 万人）
をリードする HSLDA（ホームスクーリング法的
擁護協会　Homeschooling Legal Defense Associ-
ation）やアメリカ最大規模の州レベルのサポート
団体、チア・カリフォルニアからも、問い合わせ
が相次いでいます。７月 18 日には、5000 人余
りが集まるチア・カリフォルニアコンベンション
で法案についてレポートをし、今後の協力体制の
強化を図ることもできました。講演後、多くの温
かい声が寄せられ、がんばっておられる各議員の
先生方や、文科省のチームの皆さんへの祝福の祈
りが捧げられました。８月 11 日案の上記の改善
点についても、感謝と敬意と賞賛の声が届いてい
ます。
　11 日の議員総会や、18 日の立法チームの質疑
等を経て、国会の審議に向けて法案は仕上げられ

てくると思います。法案の理念は感謝であり、今
回、上記の３点が改正され、大きな前進を得てい
る点は改めて感謝し、尊敬を覚え、高く評価させ
ていただいています。一方、まだ懸念する点が残
されており、以下の「チア・にっぽん試案２」に
て打開策を送らせていただきます。各先生方のご
指導、ご支援を仰げればと思っています。どうぞ、
よろしくお願いします。
 （この後、各議員、関係者の皆さんにはチア・にっ
ぽん試案２として、改正点を記入して送りました。
スペースの関係で、法案の文章は割愛します。マ
ガジン 43 号等に掲載予定です）。

法案（試案）文面の微調整についての
チア試案

提案のポイントは、大きくは２点あります。「多
様な教育機会確保」という法の理念をまっとうす
るためには、必須のポイントと思われます。

田島一成　衆議院議員 （民主党）　

元文部科学委員理事、 元教育再生特別委員
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■ポイント①

多様な普通教育は憲法によって既に保証されて
おり、「就学義務一本やり」は、違憲。教育方法
の選択の権限は、国・教育委員会ではなく、親（保
護者）にあることを明確にする。国は、支援する
立場ではあるが、子どもは国に所有されていない。

８月 11 日案では、以下の通り、書かれています。

　第一条 この法律は、教育基本法 ( 平成十八年

法律第百二十号 ) 及び児童の権利に関する条約等

の教育に関する条約の趣旨にのっとり、義務教育

の段階に相当する普通教育を十分に受けていない

者に対する当該普通教育の多様な機会の確保 ( 以

下「多様な教育機会の確保」という。) に関する

施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方

公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指

針の策定その他の必要な事項を定めることによ

り、多様な教育機会の確保に関する施策を総合的

に推進することを目的とする。

チア・にっぽん試案２では、以下の通り、日本
国憲法や親の選択の権利を保障した世界人権宣言
の趣旨に基づくことを明記します。

　第一条 この法律は、日本国憲法 11、13、14、

19、20、23、26、97 条、教育基本法 ( 平成十八年

法律第百二十号 )、世界人権宣言 26 条 3 項及び児

童の権利に関する条約等の教育に関する条約の趣

旨にのっとり、義務教育の段階に相当する普通教

育を十分に受けていない者に対する当該普通教育

の多様な機会の支援確保 ( 以下「多様な教育機会

の支援確保」という。) に関する施策に関し、基

本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務

を明らかにするとともに、基本指針の策定その他

の必要な事項を定めることにより、多様な教育機

会の支援確保に関する施策を総合的に推進するこ

とを目的とする。

ホームスクーリングの選択は、憲法によって保
障された親の権利（「基本的人権（憲法 11 条）」）
であり、「許認可事項」ではありません。憲法で
は他にも、「個人の尊重（13 条）」、「平等（14 条）」、

「親の教育権（教育の自由）（26 条、民法 820 条）」
や「思想及び良心・信教・学問の自由（19、20、
23 条）」、「基本的人権（憲法 97 条。侵すことの
できない永久の権利として）」等において、ホー
ムスクーリングの選択を保障しています。この点
については、アメリカで 1980 年代に激しく論議
され、全米 50 州の全ての最高裁で、合憲・合法
判決が出ています。日本国憲法とアメリカの憲法
は、人権に関しては同じ内容です。日本で裁判闘
争に至るならば、30 数年前のアメリカや世界各
国と同様の結果になるものと思われます。世界人
権宣言でも「親は、子に与える教育の種類を選択

チア・カリフォルニアコンベンションにて、日本の状況をアップデート！きずなを深める！檀上は筆者 （７月１８日）
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する優先的権利を有する」（世界人権宣
言 26 条３項）とあり、日本もそれに批
准しています。

日本の教育基本法においても、「家庭
が教育の原点であり、保護者が第一義的
な責任を有する」と定めています。第
10 条には、「父母その他の保護者は、子
の教育について第一義的責任を有するも
の」とあります。

親が教育をネグレクトし、教育義務を
放棄している場合は論外です。それは犯
罪であり、取り締まりの対象です。しか
し、親が、真面目に子どもの将来を考え、
学校という建物での教育を選ばず、家庭
を中心とした教育に取り組むことは、親
と子の自然権です。許認可事項ではない
との判決が世界各地の裁判所の流れであ
り、勝訴判決の山です。親が真面目に子どもの教
育を考え、主体性を持って教育方法を選ぶ権利は、
民主主義国家において、当然の基本的人権であり、
国もそれを尊重し、守っていく責務があります。
親に「第一義的な責任」があることは、教育基本
法も明示しています。

憲法はもちろん、憲法をも超えた人間の自然法
で、親には教育の方法を選ぶ自由と責任が与えら
れていることは自明のことであり、それゆえ、世
界中で、ホームスクーリングは全て最終的には勝
訴に終わっている次第です（現在、裁判闘争の途
上にあるドイツ、また、禁止法のある中国、北朝
鮮を除く）。

日本は人権が否定された国ではありません。民
主主義国家として、党派を超えて基本的人権は
守ってきました。憲法で唯一２回、繰り返されて
いる「基本的人権」です。

　第十一条　　国民は、すべての基本的人権の享

有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基

本的人権は、侵すことのできない永久の権利とし

て、現在及び将来の国民に与へられる。

　第九十七条　この憲法が日本国民に保障する基

本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力

の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試

錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すこと

のできない永久の権利として信託されたものであ

る。

本法案が、憲法の視点に立つことは、大きな意
味と実効性をもたらします。これまで学校教育法
が打ち出していた「就学義務」に基づく、「学校
一本やり」では、既に破綻が起こっていることは、
国民のほとんどが受け止めている事態です。実は、
憲法は「学校一本やり」を強いていたのではなく、
本来は、多様な「普通教育」を保障していました。
これまで誤解され、多くの不登校生の悲劇を生み
だすことにもなってきた、誤った法の解釈が、本
法案をもって改善され、本法案が、多様な教育機
会への新しい理解の浸透を支援していくならば、
まさに憲法本来の基本的人権に根差した多様な教
育が、健全な理解の中で展開する環境を生み出し
ていく、非常に意義深い法案となります。

安倍総理以下、多くの国民が期待しておられる
「多様性ある社会をリードする」、傑出した人材を
生み出していくことと思います。

■元文科大臣からの助言

A 元文科大臣からも、「不登校生には、許認可は
なじまないのでは。届出制が良いのでは」との提
案（カリフォルニア州では届け出制）や、B 元文
科大臣からは「多様な普通教育を与えるようにす

畑野君枝　幹事　（衆議院議員、 衆議院文部科学委員、

日本共産党中央委員）
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る」→「多様な普通教育を得られるようにす
る」、「個別学習計画を作成して市町村教育委員会
の認定を受けたときは、学校に就学させないで、
子どもに教育を受けさせることができる」→「個
別学習計画を作成して市町村教育委員会の教育
支援を申請できる」等、具体的な添削指導を賜
りました。「多様な普通教育を得られるようにす
る」の趣旨を活かし、「多様な普通教育を支援す
る」として、「チア・にっぽん試案２」では提案
しました。また、「教育支援を申請できる」は既
に 8 月 11 日案で採用いただいています。また、「不
登校生には許認可はなじまないのでは。届出制が
良いのでは」とのご意見は、現実に立った良案で
あり、実際、カリフォルニア州等でよく機能して
いる条例です。この案にそって、ポイントの２つ
目を提案します。

■ポイント②　届け出制

8 月 11 日の総会では、馳座長から、「私個人
としては、全員の個別学習計画を全部、合格させ
よ！と考えています。それで 4 章を全部、削除す
るという案もあるが、技術論として、何かが必要」
との発言がありました。憲法を踏まえ、また、不
登校児らの心情を考えると、「届出制」を用いた
ら、「技術論」としても要件を満たし、「教育委員
会が許認可することではない」との憲法論や、「教
育委員会の許認可はなじまない」という全国の不
登校生らの気持ちを考えても、みな納得できる着
地点になるのではないでしょうか。

アメリカでは、テキサス州のように、「子ども
の責任は親にあり。親が責任を果たすべき」とい
うことで、犯罪・虐待・ネグレクト等で法を犯さ
ない限りは、州政府が各家庭の教育にはまったく
関知しない州もあります。しかし、カリフォルニ
ア州は届け出制であり、ホームスクーラーは、イ
ンターネットで必要書類を印刷し、記入して送る
だけで、手続き終了です。本来は、テキサス州の
方法が最も日本国憲法にマッチしていると思いま
すが、馳先生は「技術的に何か必要」ということ
でした。日本では、「届け出制」という方法で届
ける条文にしてはと思いました。

8 月 11 日案では、以下のような記述があります。

第四章　個別学習計画 (個別学習計画の認定 )

第十二条　相当の期間学校を欠席している学齢

児童又は学齢生徒であって文部科学省令で定める

特別の事情を有するため就学困難なものの保護者

( 学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。

以下同じ。) は、文部科学省令で定めるところに

より、当該学齢児童又は学齢生徒の学習活動に

関する計画 ( 以下「個別学習計画」という。) を

作成し、その居住地の市町村 ( 特別区を含む。以

下同じ。) の教育委員会に提出して、その個別学

習計画が適当である旨の認定を受けることができ

る。

（第十八条まで続く）

微調整案２（チア・にっぽん試案２）では、以
下のように修正しています。

第四章　届け出制度（届け出制度）

第十二条　多様な教育を行っている保護者は、

その居住地の市町村 (特別区を含む。以下同じ。)

の教育委員会にその旨を届け出ることができる。

2   届け出書面には、次に掲げる事項を記載で

　　　きる。
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一　学齢児童又は学齢生徒及びその保護者の氏

　　　名

二　当該支援を行う者の氏名又は名称及び住所

　　　並びに法人にあっては、その代表者の氏名

■真の社会性がホームスクーリングで育つため、

　増加中

チア・にっぽんのメンバーは、基本的には、ホー
ムスクーラーたちを家に隠しておきたいという思
いはありません。それで、届け出制は、連絡の点
で協力姿勢も示せるし、良い面もあります。

チアのメンバーたちは、ホームスクーラーの社
会性については、むしろ、自信を持って子育てに
励んでいます。「真の社会性はホームスクーリン
グで養われる」というのが、持論です。

自主的な届け出ということであれば、憲法的な
問題も感じることは無く、良心のとがめもありま
せん。

■ポイント③　経済支援については、別法律とし

　て検討する　

今回、法案が複雑になっているのは、一つの法
案に「多様な教育機会」を支援することと、補助
金等で経済的支援を行おうとすることの２つの要
素が含められていることもあると思います。「多
様な教育機会」の支援という、形にはめ、基準
に基づいて許認可を出すことが逆効果を生む状況
と、「補助金」を出すゆえに、公正な基準を決め、
許認可をしなければならないという状況が一つの
法案にあるため、自己矛盾的な内容になっていま
す。それでシンプルに２つ
の法案に分け、最初の法案
では、「義務教育の段階に相
当する多様な普通教育の支

援に関する法律案」とし、
「多様な普通教育の理念を普
及させる」ことを定め、２
つめの法案では、「義務教育
の段階に相当する多様な普
通教育の経済的な支援に関
する法律案」として「具体
的な経済支援」について審
議されたらどうでしょうか。

経済支援については、もちろん、教育委員会等に
よる許認可や調査等が行われます。

11 日の議連総会において、文科省の前川喜平
審議官から「フリースクール等への経済支援につ
いては、本法案とは別に、私どもとしても現在、
検討中です」との発言もありました。経済支援は
切り離して、まず根幹となる「多様な普通教育の
実現のための支援に関する法案」が、今、最も急
ぐべきことではないでしょうか。

２つの法案に分けることで、より幅広い層に本
質を考えてもらいやすく、理解を得られる効果も
大きいのではとも思っています。

それでチア・にっぽん試案２では、本法律案の
名称は、以下のように変えました。

★「義務教育の段階に相当する多様な普通教育の
実現のための支援多様な機会の確保に関する法律
案」　
★第四章は別の法律案となります。
★条文中の「多様な教育機会の確保」を「多様な
教育機会の実現のための支援」へ

教育の主体は、国ではなく、「教育を受ける児
童及びその保護者が主体」ですので、国は「児童
及び保護者」を支援するという表現がより適切で
はないかと思い「確保」ではなく「支援」に微調
整を提案しております。

■ポイント④　その他

以下の条文を削除へ。
三　国、地方公共団体、民間の団体その他の関
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係する者の相互の密接な連携の下に行われるよ

うにすること。

三者が連携して行うことは、自明であり、当然
のことです。あえて条文にすべき理由はないかと
思います。法案にある「民間の団体」ですが、「多
様な教育」であり、様々な立場や状況があり、様々
な意見があります。全国各地でも、考え方や存在
数ほか、ばらつきがあります。条文にすれば、こ
の『形』を作ることに、強制的なドライブがかか
ると思います。「条文にあるので、、、」と無理に『形』
を整えようと、各地域の民間団体を指名し、その
民間団体が窓口や代表となって話し、その結果、

「密接な連携が行われた」となるケースが考えら
れます。そうすれば、将来、形骸化してきた場合
には、この形を強制的に作ることで、逆効果もあ
るのではと思います。

ここはあえて、条文にするまでもなく、現在の
ように、フレキシブルな関係で、率直に、弾力的
に関わっていくスタイルが、より実情にあった提
案やプランができるのではと思います。

（中略：第６章雑則について）

■まとめ：法案を、「多様な普通教育の実現のた

　めの支援法」と「多様な普通教育のための経済

　的支援法」　に分ける。

　「届け出制」での対応を明記できれば、この法
律は、憲法に立ち、技術的な課題もクリアでき、
また、子どもたちの現状にも則した、希望に満ち
た良き法案に成長していけるのではと思います。

諸外国の「多様な教育法案」の歴史を見ていく
と、一度、法案ができると、細則が次々と増えか
けて、ホームスクーリング、フリースクールにつ
いて、教師、親には、教職免許が必要であるとか、
年度末試験についてあるレベルの合格点が必要で
あるとの補足条項が法制化されそうになった歴史
が確認できます。

しかし、法規制ができたお陰で、たとえば、学
力が向上したとの研究結果はありません。現実に
は、法規制が増えると、逆効果を生むという判断
がされ、そうした数々の条件設定は消されていっ
たのが、時代の流れです。結局は、親がしっかり
と子どもたちを指導し、それを政府が後押しし、

サポートするという方向性での自由化、選択制化
が、将来、国を担っていく心豊かな子どもたちを
育むことになると、確信していきました。

日本において、今回の法案がきっかけとなり、
そのような誤った細則が増えていく可能性が無い

馳
浩 

座
長

（
衆
議
院
議
員
、
元
文
部
科
学
副
大
臣
、　

自
民
党
広
報
本
部
長
）

笠
浩
史 

座
長
代
理

（
衆
議
院
議
員
、
元
文
部
科
学
副
大
臣
、

民
主
党
国
対
筆
頭
副
委
員
長
）



 CHEA NEWSLETTER 154 号 21

とも言えません。そのあたり、将来的な
逸脱を防ぐためにも、教育方法の選択に
ついての国の許認可権の否定等、明確な
表現がとても重要と思われます。

憲法に立ち、「普通教育を受けさせる義
務」を果たしている子ども・保護者を支
援する法として、理念を明確に打ち出す
ならば、本法案は、多くの子ども・保護
者に希望と励ましを確実に与えます。ま
た、既存の学校に通学している親たちに
も、「学校任せ」ではなく、本来、親が第
一義的な責任を持っているのだとの覚醒
を促すことになり、結果的に、家族や既
存の学校の一層の充実と向上につながり、
国全体の前進に大きな貢献をしていくこ
とにつながってくると思います。

さらに言えば、子育ての責任と喜びに
目覚めることになり、子どもをたくさん
育てようという機運に包まれ、「５人、６
人はめずらしくない」という、子だくさんファミ
リーになっていくのが、16 年間のチア・にっぽん
の歩みであり、300 万人を超える世界のホームス
クーリングの流れです（プロテスタント系ですの
で、特に産児制限を禁止するという教義はありま
せん。チア・にっぽんの企画では、いつも子ども
たちがあふれているのが特徴です）。親が、子育
ての意義や苦労、喜びに目覚めていくことで、「少
子化問題」という国の問題への本質的で、有効な
解決手段も与えられることになります。その意味
でも、本法案が、国全体に、積極的な大きなイン
パクトを与える、意義深い、素晴らしい法案と成
長し、用いられていくことを確信しています。

■その他の調整ポイント　

　まだ決まっていない許認可の基準

法案が今年成立すれば、来年１年かけて、実施
のためのガイドラインが作成され、再来年度から
実施される予定と伺いました。ここにも問題があ
ります。言い換えるならば、どのような「基準」
で「許認可」が行われるかが、現在、決まってな
いということです。

たとえば、小学２年生で「掛け算を暗記してい
なければならない」との基準にするのか、「算数

を勉強している」ということで良しとするのか、
「漢字を 100 個書ける」とするのか、「漢字はそこ
まで書けないけど、500 個読めるので OK」とす
るのか、様々です。教科書も、国で検定を受けた
教科書でなければならないのか、駿台やベネッセ、
あるいは、海外の教科書でも良しとするのか、い
ろいろな論議があるのではと思います。本来なら
ば、最初にある程度ガイドラインを定め、それが
見えてきたところで法案を審議する慎重さが求め
られるのではと思います。とすれば、今国会の成
立にこだわらず、具体的なガイドラインの論議も
並行して煮詰め、来年の国会等での成立を目指す
スケジュールも、考慮に入れても良いのでないで
しょうか。いずれにせよ、２つの法案に分けるこ
とで、より幅広い層の方々に本質を考えてもらい
やすく、理解を得られる効果も大きいのではとも
思っています。

先生方の日ごろの多くの労苦を改めて、感謝申
し上げます。この法案は、大きな意味を持つ法案
です。いよいよ本会議に向かおうとしている本法
案が、的確に多くの家族や子どもたちを救う優れ
た法案へと成長していくことを願っています。そ
の趣旨でも、今後も、各先生方からの忌憚なきご
指導を仰ぐことができればと思っています。
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９月１９日（土）
台東リバーサイドスポーツセンター

（浅草線・銀座線・都営線ほか）徒歩 12 分

（隅田川沿い散歩コース）駐車場、路線バス有り

参加申込締切　9月 18日

　出走順等を決めるため、事前登録が
必要となります！☆ぜひお早めに☆

スカイツリーの見える全天候型陸上競技場で開催！（雨天決行）

第５回　チア・オリンピック

☆ 1 －３歳まで参加の 25m 走。
☆ 25/50/100/200m 走は、予選＆決勝戦！
☆子どもから大人まで参加の 1500m 走！
☆やり投げ（ジャベリックスロー）、遠投、
　走り幅跳び　など
☆ New! 400m （申込者数次第）

♪プログラム（予定）♪

＜午前の部＞
玉入れ競争

50 ｍ走【予選】

25 ｍ走【予選】

100 ｍ走【予選】

走り幅跳び

1500 ｍ走

☆ランチ＆交わり☆

　（自己紹介＆アップデート）

＜午後の部＞
200 ｍ【予選】

ソフトボール投げ

ジャベリックスロー

短距離走　【決勝】

障害物競走、綱引き

NEW! 400 ｍ（申込者数次第）

リレー

ボランティア＆応援参加募集！

　記録係、ピストル、走順並べ係、テン
ト張り、給水係、ほか、多数募集します！

第 5回 チア・オリンピック　9月 19 日（土）　　

参加申込書　⇒　FAX  03-6862-8648　メール：office@cheajapan.com

ふりがな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者ご氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お電話

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　歳）

ご住所（〒　　　　　　　）

■参加費　大人（中学生以上）1,000 円×（　　　）人　　小学生　600 円×（　　　）人　　

幼稚園以下　300 円×（　　　）人　　※応援団の皆様も参加費がかかります。ご了承下さい。

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　

合計（　　　　　　　　）円

（携帯　　　　　　　　　　　　　　　）

男・女　　歳

ふりがな □スタッフ希望 ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな ふりがな

□スタッフ希望 □スタッフ希望

□スタッフ希望 □スタッフ希望 □スタッフ希望

男・女　　歳 男・女　　歳

男・女　　歳 男・女　　歳 男・女　　歳

どなたでも大歓迎！

メールアドレス：　　　　　　　　　　
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊＊＊

● 2 回目の参加でしたが、同じようなアトラク

ションでも今回も新鮮な気持ちで参加できまし

たし、新しいアトラクションも楽しめました。

大人同士の交わりでとても励まされ、又新たな

気持ちで頑張ろうと思いました。

　　　　　　　　　　　　　（北海道　A さん）

●とてもリフレッシュし、ホームスクールと仕

事への力を頂きました。ジョシュアさんのお話

からは、形ではなく、主を見上げるホームスク

ールの大切さを改めて教えられました。

　　　　　　　　　　　　　（東京　成瀬太郎）

●いつも楽しく、親の一貫性を保つビジョンを

示されました。　　　　　　　（岩手　山下望）

●すごく楽しかったです。いろんな方とお話が

できて、ホームスクーリングの喜びと悩み、ビ

ジョンなどを、とてもたくさん深く分かち合え

ました。時には不安にもなりますが、分かち合

うことで励ましを受けることができ、本当にあ

りがたかったです。わたし自身、悔い改めと子

供たちへの想いの「想い方」もヒントを頂けて

感謝です。　　　　　　　　　（大阪　B さん）

●初参加で、期待はしていましたが、想定外に

楽しく、恵みに溢れていて感謝でした。ホーム

スクーリングを始めて 1 年半くらい経ちました

が、始めた事で出てきた疑問について具体的に

知ることができ、前進することができました。

　　　　　　　　　　　　（静岡　遠田江里奈）

●息子が LIT 初参加で感謝です。訓練を頂き、

本当にありがとうございました。馬場伊作さん

ご夫妻、馬場さんのお父さん、ホースクーラー

のお父さんお母さんの方々との特別な交わりも

与えられて感謝です。天候も涼しく良かったで

す。神様にも感謝です。　（東京　亀井賢哉）　

　　

♪サマーキャンプアンケート♪ Ｐａｒｔ１

２０１５ 
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●すべてにおいて素晴らしかったです。LIT の子

どもたちの仕える姿に感動しました。また次回

も、ぜひ参加したいです。（神奈川　中上勝雄）

●今回雨が続いたのでプログラムを心配しまし

たが、代わりのプログラムの準備も素晴らしく、

とても楽しめました。さすがです。

　　　　　　　　　　　　（東京　伊澤聡一郎）

●リラックスして参加することができて感謝で

した。ゆっくり楽しむことができました。それ

ぞれのご家庭に働かれている主の恵みを、お聞

きすることができて感謝でした。ただ主に従っ

ていきたいという信仰の原点に立ち返らされま

した。いつも尊い働きをして下さっているスタ

ッフの皆様、LIT の方々のお働きにも心から感謝

します。　　　　　　　　　　（山形　C さん）

●「イエスの再臨は今起こってもおかしくない、

親は日々緊張感を持って子どもたちに聖書を教

え込まなければならない」という思いを新たに

させられます。“臨戦態勢”の信仰のあり方を

教えられます。　　　　　（山形　高倉新喜）

● 4 月に夫の転勤で転居、転地しました。環境、

状況、交わりの変化でサマーキャンプに参加し

たいなぁと強く想いがきました。いつもチアの

集まりに参加すると、自分の軸を元に戻されま

す。丸森の人たちの話はいつも、なぜ私がキリ

ストを信じているのか、子どもを育てているの

かはっきりさせてくださいます。本当に感謝で

す。　　　　　　　　　 （北海道　D さん）

●楽しかった。一つ突き抜けました！水遊び最

高！自分の役割、罪と向き合う時、イエス様は

喜び楽しみをも与えられると感じました。今回

学んだ事は、逃げず受け止める事。ハンディの

ある三男ともチアに参加したいと思いました。

　　　　　　　　　　　　 （山形　山崎啓一）

●ホームスクール 10 年目で初めて参加できた

サマーキャンプでした。全国のホームスクーラ

ーとの交わりもすばらしいものでした。なんと

いっても明泉の方々の心あるもてなしと奉仕に

感動しました。主のみ言葉通りの勤勉さを学び、

愛をもって仕えて下さったことを本当に感謝し

ます。チアスタッフの皆さんも、本当にありが

とうございました。体力気力が守られますよう

お祈りします。いつも、多くのご労をありがと

うございます。食物、飲物サービス満点、感謝

します。主の豊かな祝福がありますように、そ

して必要が満たされるようお祈りするばかりで

す。　　　　　　　　　　（神奈川　中村昌代）

●最高に楽しかったです！！！恵みの雨の中、

心から喜びながら全日程を過ごせました。あり

がとうございました！教科書「りか 1 ～ 3」に
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ついて。小学校の校長先生（理科の先生）が絶

賛していました。うらやましがっていましたよ

（笑）。　　　　　　　　　（山形　山崎こずえ）

● 2 回目の参加です。時々雨の中にあってもプ

ログラムに合わせて雨がやみ、不思議な神様体

験。これがチアキャンプ！！！臨機応変のプロ

グラム準備も良かったです。神の知恵に照らさ

れて愛の技の下準備がなされているのが、この

キャンプの最高の素晴らしさ！どの聖書のお話

も心に深く刻まれました。ジョシュアさん、ピ

リポさんが、「信じるだけではなく、神にとって

うるわしい弟子となること。この世に生きるそ

の目的」についてお話されたことに、聖霊の臨

在を感じました。　　　　　　（岡山　森明子）

＊＊＊＊＊＊＊＊ＬＩＴ＊＊＊＊＊＊＊＊

●本当に楽しかった！ LIT としての疲れよりも、

ずっと充実感の方が大きくて、苦痛だと思った

ことのない 6 日間でした。LIT は、神様の存在

をとても感じるよい経験となりました。もっと

もっと聖書を読みたい、神

様に従っていきたいってす

ごく思わされ、神様の導き

の素晴らしさ、もう本当に

最高でした！！スタッフの

皆さん、ありがとうござい

ました。　　　

　　　（遠田ゆりな　18歳）

●とっても励まされました。

このモチベーションを日常

に持ち込みたい！！です。

　　　　　（松岡基　17歳）

●とても楽しく過ごせまし

た。自分のいい所、成長した所、未熟な所をた

くさん発見しました。この発見をこれからの課

題として持って帰りたいです。チアと明泉のス

タッフさんたち、本当に感謝します。お疲れ様

でした！関西でもっと集会してほしいです！　

　　　　　　　　　　　　　　（金世羅 16 歳）

●充実した時を過ごす事ができました。

　　　　　　　　　　　　　 （波場瑛　16 歳）

●ちょー楽しかった (>_<) ！ LIT の皆も一生懸命

仕事をしたので大助かりでした。LIT の皆とまた

仕事をしたり、遊んだりしたいなぁー！ Inaba

さん、Mari さん、Terumi さん、お疲れ様でした。

God Bless…

　　　　　 （Talitha Miwa Blanton　19 歳）

●楽しかった！色々な仕事をがんばった。1週間、

長いような短いような楽しい日々でした。また

スタッフしたい！皆さんお疲れ様でした。　　

　　　　　　　　　　　　（湯田千夏　19 歳）

３人のお父さん、期せずして同じポーズで喜ぶ！中央のエリック・ベントリー

さんは、最後のリレーで激走中、アキレス腱を断絶！お祈り下さい！
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＊＊＊＊＊＊＊子ども＊＊＊＊＊＊＊

● Wine Studio に行ったことが楽しかっ

た。                             （鈴木理央　8 歳）

●うまにのるのがたのしかった。

                                     （鈴木七生 5歳）

●楽しかった。クラフトの３D パズル作り

がおもしろかった。　　（山下晴彦　10 歳）

●ぜんぶ楽しかったです。特にあめを食べたこ

とが楽しかったです。おもちゃをもらえたこと

がよかったです。

　　　　　　　　　　　　　（中上勇治　5 歳）

●楽しかったです。ただティーンナイトがなく

てショックでした。LIT の人たちがかっこ良く見

えて「あー、やっぱり LIT やりたかったー。」っ

て思いました（笑）。雨がずっと降っていました

けど、楽しめました！３日間ありがとうござい

ました！来年は LIT やりたい…というより、や

ります！！！（←今回やらなくて、すっごく後

悔したので…）。　　　　　　　（H さん 13 歳）

●めっちゃたのしかった！できれば LIT がんば

りたい。　　　　　　　　　（赤津愛衣　12 歳）

●友だちもできて、この 3 日間楽しかったです。

また来年も来たいです。  （遠田与主安　12 歳）

●楽しかったです。とわこちゃんと夜 1 時間く

らい笑いこけていました。また来年も来たいで

す。またミニ運動会とウォーターファイトをや

りたいです。                      （高倉みのり　9歳）

●とても楽しかったです。色々なことができて

おもしろかったです。今年初めての運動会もも

り上がって良かったです。LIT のみなさんから親

切にしてもらえてうれしかったです。LIT になっ

て、みんなのお手伝いをしたいです。これから

もチアキャンプ行きたいです！

　　　　　　　　　　　 （鈴木れいな　13 歳）

●たのしかった。ホント最高だった！

　　　　　　　　　　　　（松岡正心良　5 歳）
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　チア・にっぽん

励ましとチャレンジセミナー 2015 in 白馬
11/26【木】ｰ 28【土】

　　ホテルグリーンプラザ白馬　（全館貸し切り！）

●白馬セミナーは、私たち家族にとって、とても

特別な時となりました。初期の情熱を思い出し、

自分の無力さに落ち込みがちだった心に再び希望

の光が灯されました。

●ものすごく励まされ、来てよかったです。ホー

ムスクーラーが日本の国で神の希望を指し示す光

になるのではないかと思う。

●我が家にとってタイムリーなものでした。あき

らめなくてよかった、途中で投げ出さなくて良か

った。忍耐してきて良かった。ただ感謝です。

●家族の絆の回復。そして、教育の原点、聖書に立ちかえる体験
●北欧調リゾートホテルで和洋中６０種類以上のバイキング

●１１種の温泉・お風呂
●徹底学習（約５０の基調講演・分科会）

●家族・教育の目的、情報、励ましとチャレンジが与えられます！
●家族・チャーチスクール・仲間との一生の思い出！

　　　　　　　　　　　　　　　　　☆　昨年のアンケート　☆
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一般の交通手段のご案内

★★★電車★★★
　　　新宿駅（中央本線特急 3 時間 39 分）ー南小谷駅（片道￥7,780 ～）
　　　名古屋駅（中央本線特急 3 時間 45 分）ー南小谷駅（片道￥6,910 ～）
　　　大阪駅（北陸本線特急 4 時間 18 分）ー南小谷駅（片道￥10,800 ～）
　　　各方面から新幹線 + 路線電車ー長野駅　　　　　　　　　　　●各駅から無料送迎バス（右上参照）

★★★高速バス★★★
　　　新宿駅西口発 8：00 ➡白馬町駅着 13：08（片道￥4,850 ～ / 往復￥8,700 ～）
　　　新宿駅西口発 7：50 ➡長野駅着 11：32（片道￥3,200 ～）
　　　新潟駅前発 7：45 ➡長野駅着 11：10（片道￥3,290 ～ / 往復￥5,970 ～）
　　　大阪・京都・神戸方面➡長野駅（片道￥6,000 円～）　　　　  ●各駅から無料送迎バス（右上参照）

★★★自動車★★★
　　　中央自動車道経由・長野自動車道安曇野ＩＣから国道 148 号線約 60 ｋｍ　約 90 分
　　　上信越自動車道長野ＩＣよりオリンピック道路・国道 148 号線経由約 60 ｋｍ　約 90 分
　　　北陸自動車道経由糸魚川ＩＣから国道 148 号線　約 40 分　　※駐車場完備です！

　【東京―長野】新幹線（片道￥7,680 ～）
　　行き（11/26）東京駅発（はくたか 557 号） 9:44 ➡長野駅着 11:23（●送迎バス 12:00 発）
　　　　　　　　　東京駅発（あさま 607 号） 9：56 ➡長野駅着 11:45 （●送迎バス 12:00 発）
　　帰り（11/28）●送迎バス 13：20 ホテル発　長野駅発（あさま 620 号）15：10 ⇒東京駅着 16：56
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  長野駅発（はくたか 568 号）15：41 ⇒東京駅着 17：12

★☆ホテル無料送迎バス☆★
（長野・白馬町・南小谷・白馬乗鞍）

※ 完 全 予 約 制
　<行き >
　　●長野駅　　　12:00 発 ( 約 90 分）
　　●南小谷駅　　12:05 発、13:10 発
　　●白馬町駅　　　13:15 発
　　●白馬乗鞍駅　　12:20 発
　<帰り >　　　　ホテル出発時間
　　●長野駅行き　　13:20 発
　　●南小谷駅行き　13:45 発
　　●白馬町行き　　14:50 発
　
　ご希望の方は、11 月 20 日（金）までに下記申
込用紙あるいは Email にてお申し込みください。

格安チャーターバス（先着 50 名）　＆　ホテル送迎バス申込書
FAX  03-6862-8648　E メール　office@cheajapan.com

代表者お名前（　　　　　　　　　　　　）乗車人数（　　　　）名　携帯番号（　　　　　　　　　　　　　　）

ご希望のバスに○をつけて下さい　　　　　東京バス　　　大阪バス　　ホテル送迎バス（※↓）　

※ホテル送迎バスの方は、ご希望の場所をご記入ください。　　行き（　　　 　   ）　　帰り（　　　   　）行 

♪ お す す め ♪
東 京 ／ 大 阪 チ ャ ー タ ー バ ス

※ 完 全 予 約 制
１人でも多くの方が参加できるよう、
　　　　チアからの精一杯の応援です！※先着順

●東京往復　
　（大人 / 中高生￥8,000、小学生 / 幼児￥7,000）
　11/26　東京 8：00 ➡ホテル 14：00
　11/28　ホテル 13：30 ➡東京 18：00
●大阪往復　
　（大人 / 中高生￥9,980、小学生 / 幼児￥8,500）
　11/26　大阪 7：00 ➡ホテル 14：00
　11/28　ホテル 13：30 ➡大阪 19：30

【会場・宿泊先所在地：ホテルグリーンプラザ白馬】

　　　　　　　　　　　　 長野県北安曇郡小谷村千国乙 12860-1

　　　　　　　　　　　　　 アクセス情報→ www.hgp.co.jp/inf/Z01/hgp/access.html
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　11 月 4 日までにお申込み＆入金済みの
大人の方に、「聖書 6」「聖書 10」「聖書 11」

（ 各 3,024 円 ）、「 り か 2」「 り か 3」（ 各
2,376 円）、「母なるあなたへ」「神の知恵と
親の情熱」「カウンセリングのためのクイッ
クバイブル」（各 1,728 円）、「レガシー」

（2,036 円）、DVD 聖書、マガジン 10 冊（1
冊 540 円）の中から、いずれか１種類、も
れなくプレゼント！
　＊大人 2 名分で各教師用ガイドも OK ！

★　早期申込特典　★
「聖書に基づく教科書」
「単行本」 等プレゼント

大 好 評 ！ ☆ L I T ☆
（ リ ー ダ ー ズ ・ イ ン ・ ト レ ー ニ ン グ ）

＆ ユ ー ス セ ッ シ ョ ン

　LIT ではキリストの弟子として子どもた
ちを助けていく訓練を受けます。（14 歳
以上、13 歳もウェイティングＯＫ！ 24
名限定）　LIT 以外の 13 歳以上のティー
ンを対象としたプログラムも昨年に引き
続き、計画中です。新しい出会い、喜び
に満ちた楽しいプログラム！こぞってご
参加下さい。
　＊希望者は事務局まで。

第 10 回　チア・にっぽん杯　

読 書 感 想 文 大 会  募集中！　

　良書を読むこと、感想文を書くことは、神さまの栄光を現す力となります。昨年も 15 作品の素晴ら
しい作品の数々が寄せられました。今年もたくさんのご応募、お待ちしています！

◆対象作品：チア書籍（どれでも OK）、あるいは三浦綾子作品（どれでも OK）、
         　　 「ソウル・サーファー」「イエスさまと十字架」「明泉学園の聖書絵本」も OK
◆部門：（１）幼稚園の部（200 ～ 600 字）　　　　（２）小学生の部（400 ～ 1600 字）
　　　　（３）中高生の部（800 ～ 2000 字）　　　 （４）一般の部（800 ～ 2000 字）
◆締切：11 月 13 日（金）
◆発表・授賞式：11 月 26 日（木）夜７時　白馬セミナー会場（予定）
◆送り先：〒 189-0013　東京都東村山市栄町 1-5-4-103　チア・にっぽん事務局　「読書感想文係」
　　　　　（※メールでも受け付けています → office@cheajapan.com）

第 9 回 「 グ ラ ン プ リ ！ 大 会 」 開 催 ！

　自作のレースカーで競い合うグランプリ大会を、白馬セミナーで開催します !!　白馬でもキットを販売
しますので、２日目夜までに完成させての参加もＯＫです（税込 540 円）。参加資格は、今年度制作のレ
ースカーです。重量は 185 ｇ以下。
　昨年に引き続き、今回も「スピード部門」「美術部門」の２部門で競います。「美術部門」コンテストの
郵送受付は 11 月 7 日まで。郵送先はチア事務局へ（白馬参加の皆様はご持参ください）。作品は白馬セ
ミナーで展示し、優秀作品は表彰させていただく予定です。
　レースカーキットは、誰でも作れます。形や色も工夫できます。車軸は差し込むだけなので、トンカチ
必要なし。お母さんや小さい子どもたちでもできる楽々セットです。気軽に、こぞってご参加ください！
　工作・技術の向上はもちろん、素晴らしい家族の思い出にもなりますよ！
　現在、キットの申込を受付中です。ご希望の方は、お名前、ご住所、お電話番号、希望個数を明記の上、
メール（office@cheajapan.com）、または FAX（03-6862-8648）でお申込みください。

次ページに、昨
年の受賞作品紹介してます！
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幼稚園の部、チャンスです！ぜひ、応募を！

　幼稚園の部、ジョセフが、２年連続最優秀賞です。２年とも、応募者がジョセフ、一人だけなので
す (^^)。幼稚園は、ちょっとインタビューしてあげての口述筆記でも OK です。本も読み聞かせでも
大丈夫です。以下のジョセフの文章も、ジョセフが、ポロポロと自分の思いを語る正直なことばを、
口述筆記で、そのまま、つづっただけです。僕は「フンフン」「それで、どう思ったの？」「そっかー。
なるほどねー。どういう風な気持ちだった？」と相づちを打ったぐらいだと思います。
４～６歳でも、読んだり、聞いたりした聖書や本のストーリーは、しっかり分かっているし、感じて
いること、考えていることがあるはずです。ぜひ、子どもさんのまっすぐな思いやことばを引き出し、
そのまま正直に書いてくだされば、きっと楽しく、意義ある感想文になると思います。子どもたちに
とっても、洞察を深めたり、聖書への思いを深め、また表現したり、伝える喜びを体験する機会とな
ると思います。ぜひ、今年はトライしてみてください。例年、小中高校生は激戦ですが、幼稚園の部
はねらい目です (^^)。でも、今年は激戦区になることを祈ってます (^^)。（ちなみに、ジョセフは
２年前は、「イエスさまと十字架」で応募しました。）　　　　　　　　　　　　　　　　稲葉　寛夫

おばあさん、本当はチイ子の舌を切らなくてもいいんじゃない？でも、チイ子はおばあさんの罪
をゆるしてくださいと言ってうれしいです。僕は、喜びました。おじいさんは、チイ子を訪ねまし
た。チイ子は大喜びでした。すずめたちは、「神はそのひとり子をたまわったほどにこの世を愛し
てくださった」と暗唱聖句をしました。ヨハネの３章１６節だね。もちろん。僕はそうするさ。イ
エス様を信じるってこと。「求めなさ
い。そうすれば与えられるだろう」。
その通りだよ。僕も、クワガタ、求
めたよ。そしたら、オス２匹与えら
れた。重いつづらは、中に何入って
いるの？軽い箱には聖書が入ってい
た。僕は聖書、知っているよ。良かっ
たね。重いのを持ってこなくて。お
ばあさんは、「えらい人は自分で催促
して、お金をほかの人から取る」と
言ったよ。えらくないでしょう？そ
ういう人は。おばあさんは、重い箱
を選びました。「うんとこどっこい
しょ」と運びました。これは「大き

チア・にっぽん杯　読書感想文大会 2014　受賞作品紹介！ 

＊幼稚園の部＊　チア・にっぽん最優秀作品賞

　　　　　　　　　　　「したきりすずめのクリスマス」　稲葉　ジョセフ
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なカブ」みたいだね。こわい。箱から出てきたもの。なんで、この箱、もらったの？冗談ではなかっ
たの？本当はおばあさんの心だったの？おじいさんの心は？欲深い心。３つも目がある。まあまあ、
僕も欲深い。でも、ぼくはあんまり家とか、国とか大きくしたくない。ただ色んな国と仲良くした
い。仲間になりたい。日本とアメリカ仲間でしょう。まあまあ、意地悪したことある。忘れちゃっ
た。でももっと、意地悪したのは、すずめの舌を切ったおばあちゃんなのかな？と最初は思ったよ。
でもおばあさんは自分が悪いと認めました。それはいいことです。おばあちゃんを助けた人は、み
んな罪人といいました。これは、聖書に書いてあることだね。ぼく全然気付かなかったー。その人
は、イエスキリストだったんだー。罪を、つづらを、背負ってくれるなんて、いいことだね。おじ
いさんはどうなるんだろう？重いつづらを背負うのかな。わたしはイエス・キリスト、神の子です
とイエス様が言うので、僕が気付いちゃった。ばちがあたるとおばあさんは言ったけど、ばちはあ
たらないよ。起こらないでしょう。おばあさん、あなたの罪はゆるされましたとイエス様がいいま
した。箱はどうなったかなー？イエス様が背負いました。えー？と思いました、いいことと思いま
した、イエス様が背負うの？とってもびっくりしちゃった。ぼく、ときどきＡ君にいじわるされたよ、
殴られたり。でもＡ君をゆるすよ。イエス様がゆるすから。みんなイエス様に寄ってくるね。男の
子も、人を殺した人も。「世界中に正しい人は一人もいない」本当に、その通りだね。おじいさんは、

「自分はいい人で、神様の様だと言われる」と言ったけど、本当じゃないでしょう。おじいさんは、
自分は正しいと思ってたんだね。おじいさんの心をうつしたてんぐ、こわい。だって鼻が高いもの。
ぼくはどうかな。分かんない。自分が正しいと思わないさ。イエス様が正しい。イエス様にごめん
なさいと言ったら、罪がなくなるとイエス様が言うんだ。これはいいこと。おじいさんが謝れば、
長い鼻がなくなるの？おじいさんがイエス様に謝ったら、てんぐのお化けもイエス様のつづらの中
に入り、イエス様が背負ってくれました。それは、いいこと！人の目には見られない罪。おばあさ
んの罪もイエス様へ。イエス様だから、重くないかなー。でも聖書に書いてあるでしょう。イエス
様が傷だらけになったということ、ぼくたちのために。たいへんなことだよね。そしてすごくいい
こと。ぼくの肩が軽いよ、重くなってないよ。イエス様のおかげかな。十字架に架かったイエス様。
重いつづらはどうしたのかな。壊しちゃったのかな。イエス様が十字架に架かるね。十字架は聖書
に書いてるね。気持ちよかった。これで終わり？もっと読みたいなー。

僕は、この本で心に残ったところが三つあります。
まず、ジョンの父親の言葉です。ジョンは、ある時、生け垣を抜けようとして失敗し、妹の顔を

傷だらけにしてしまいました。その次の日に、父親はジョンをその生け垣に連れて行き、神様につ
いて話しました。その時に、「父なる神様の御心に謙遜して従おうとしている人にとっては、人生の
どんな小さい出来事や状況も、その人の益になるように神様が用いて下さる。」と言いました。つま
り、ジョンの父親は、「神は全ての事を益としてくださる。」という言葉をわかりやすく説明してい
るのです。僕は、ジョンの父親のように、御言葉の意味を人に分かりやすく説明できる人になりた
いと思いました。

＊中高生の部＊　チア・にっぽん最優秀作品賞

　　　　　　　　　　　　　　　　「いばらの生け垣」　市川　喜也
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また、ジョンの父親が、ジョンの部屋とその窓から見える美しい景色を見た時に、こう言いました。
「愛する息子よ。主はお前にたくさんの快適な品々を与えてくださった。それらを楽しみ感謝するん
だよ。けれどもいばらの生け垣で学んだ教訓とそれについて私が語った事を決して忘れてはならな
い。」

僕は、小さい頃から読書が大好きでした。しかし、三年生の頃から冒険小説やシリーズものに夢
中になりはじめてしまい、学習がおろそかになってしまいました。僕は、その頃主に与えられた読
書というものを楽しんでいただけで、感謝することを忘れていたのです。僕は、これからは主に与
えられた物を感謝し、楽しむと同時に、誘惑に気をつけようと思いました。

二つ目に心に残ったのは、ジョンが最後に失敗してしまうところです。ジョンは、ウィリアムと
いう男性とその人が連れて来た女性達に誘惑されてしまいます。ジョンは途中で自分の間違いに気
づきます。しかし、ウィリアム達に導かれるままに、森のはずれの人気のないチャペルに連れてい
かれ、そこで強い酒を大量に飲まされてしまいます。それにより、生涯に残る病気を負う事になり
ます。そこで僕がわかったのは、人は自分の力では、罪が分かっていても、方向転換する事は無理
だという事です。ジョンは、素晴らしい両親と先生から良い教育を受けていました。しかし、自分
の力では方向転換ができずに、罪を犯してしまいました。だから、僕も神様に罪を示されたら自分
の力で方向転換をするのではなく、神様に方向転換をしてもらおうと思いました。

最後に心に残ったのは、いばらの生け垣は僕を守るだけではないという事です。最後のほうでワー
リング先生が、病の床に伏しているジョンに、「イエス・キリストを通して私たちを永遠の栄光に招
いてくださった全ての恵みの神は、あなたがしばしの間苦しんだ後、あなたを完全にし、確立し、強め、
そして安定させるでしょう。」と言っています。いばらの生け垣は僕を守るだけではなく、僕を確立
させ、完全にさせ、強めて安定させるということです。またジョンの父親は、「いばらの生け垣は、
忍耐強く歩む人には、ほとんど感じられない。
むしろ、これらの囲いは、香りの良い花や心
地の良いハーブであふれている。そして、と
こしえの栄光につながる道を歩いて、囲いの
間を通っている時、旅人を大いに元気づける
のだ。」と言っています。いばらの生け垣は、
僕自身を元気づけてくれる大切な物である事
がよくわかりました。また、僕にとっての生
け垣はイエス様だとわかりました。イエス様
は、僕が、義の道からはずれないように助け
てくださっているからです。

僕は、神様から与えられたこの生け垣を乗
り越えようとしたり、突き抜けようとせずに、
むしろ感謝して、忍耐強く自分の道をイエス
様と一緒に歩もうと思いました。
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　チア・メンバーのＡさんから「チアお薦め映画
はあるのに、どうしてお勧め本はないのでしょう
か？」と聞かれました。

稲葉：読書は、どんどんすべきだけど、本は、
色んなメッセージが込められていて、推薦は難
しい。映画もそうだけど、映画は、僕だけでな
MovieGuide はじめ、クリスチャンの視点から吟
味・分析している、いろいろなミニストリーとか
と協力して、聖書的に、できるだけ多角的に深く
取材した上で、確信を持った解説ができてきたと
思います。でも、本の場合は、なかなか、そのよ
うなミニストリーも多くなく、僕自身も、今は、
そこまで時間が割けなくて、やりたくてもできな
い感じなのです。
Ａさん：なるほど。私は、ここ 1 年、「親子の読書
会」として、娘と同じ本を同じタイミングで読ん
で分かち合っているのですが、共に人生を歩む実
感が出来て、とても良かったです。
稲葉：それは、すごくいいことですよね。この前、
送ってくださった『塩狩峠』の親子の感想文、と
ても良かったです。
Ａさん：お薦め本のセレクションなら協力したい
ですが。
稲葉：助けてくださるのは、実際、とても感謝です。
ただ、上記の理由で、ちょっと慎重に考えてしま
うところもあるかな……。僕自身、その本の聖書
的な分析に、なかなか時間割けないし、第三者の
チェック＆分析機関等も少ない点が気になるかな
……。
Ａさん：それでしたら、トライアルとしてやって
みたらどうでしょうか。
稲葉：確かに、それもそうですね。トライする価
値はありそうですね。本離れがかなり進んでいる

この時代、読書自体は励ましたいので、リスクが
あっても試してみる意義はあるかなと思います。
一時的な流行本ではなくて、古典 / 名作として、
ある程度の時代の評価に耐えてきた文学の中には、
薦められる本もあるかもしれないですね。何より、
特に、親子で同じ本を読んで、感想文を交換し合
うというのは、素晴らしいし、楽しそうですよね。
それではＡさん親子の『塩狩峠』感想文を掲載し
て、その後の反響を見てみましょうか。来年は、「塩
狩峠」５０周年で、三浦綾子記念文学館ほかで様々
な企画が催されるのですよ。

…というやりとりがありました。
それで、A さんの協力を得て、親子「読書感想文」
を掲載してみます。このコーナー、１回で終わるか、
継続するかは、皆さんのご意見、御寄稿等を見つつ、
祈っていきたいと思います。ということで、皆さ
んの自由なご意見、大募集です。こぞって、御寄
せください (^^)。
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　主の御名をほめたたえます。
　８月４日に、家族揃って、愛する夫を天に送りました。
　召される直前に、娘たちを 1 人ずつ呼び寄せ、二人っき
りで祝福の祈りをしてくれました。振り返ると、発病から
1 年半、家族で力を合わせ病気と向き合い、励まし、祈り
あい、乗り越えて来れたのは、主が共にいてくださり、ま
たホームスクーリングによって与えられた時間のおかげ
だったと思います。
　今は、イエス様のそばで「よくやった。」と声をかけても
らい、うれしそうに賛美している主人の姿が見えるようで
す。皆様のお祈りに、どれほど励まされたことか、心から
お礼申し上げます。皆様の上に主の祝福がさらに豊かにあ
りますように。         　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　里佳

小林功治さん、 天へ。
　皆で祈ってきました長野県飯田市のホームスクーラー、小林功治さん（52 歳）が 8 月 4 日、召天
されました。悲しい知らせです。去年のチア・コンベンションにて、みんなと功治さんやご家族への
祝福を祈った時の笑顔が忘れられません。また、その後、ニュースレターで全国の皆さんにお知らせ
するためにやり取りした時の功治さんらしい明るさが心に残っています。里佳さん、麻里奈ちゃん（23
才）、由梨奈ちゃん（19 才 ）、杏奈ちゃん（17 才 ）、恵理奈ちゃん（10 才 ）の悲しみが癒され、ま
すますの祝福が増し加えられますようにお祈りください。

　星野富弘さんの詩を用いた讃美歌を、チルミニ賛美リー

ダーの山川哲平さんが作曲！今年のコンベンションのチル

ミニ賛美でも練習が行われました。１０月６日（火）、星

野富弘さん昌子さんご夫妻の前で賛美予定です。コンベン

ションで練習された子どもたちは、誰でも参加ＯＫです！

（8 月の訪問予定は、富弘さんの体調不良で順延となりまし

た。最近、退院されたタイミングで 10 月 6 日も再順延の

可能性があります。富弘さんのご健康をお祈り下さい。

＊場所は富弘さん宅のお庭にて。希望者はチア事務局まで。

「銀色のあしあと　三浦綾子・星野富弘」　

　　　　（いのちのことば社刊）より

 天国に向かう 1 ヶ月前。家族とのひととき。
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　＊＊＊＊＊  大   人   編  ＊＊＊＊＊

●参加した分科会、基調講演、共に素晴らしか
ったです。ピリポさんの「これから起こること」、
ノームさんの「子どもをしつける時の希望の力」
が良かったです。（東京　Ａさん）

●基調講演すべて良かったです。４－ A「母と
してティーンの息子たちと（あるいは自分の夫
がティーンの息子のように振る舞うとき）どう
関わるか？」をもっと早く聞いていたかったで
す。分科会の 2 つ、辻さん、藤原さんに出て、
とても良かったです。（東京　斉藤国子）

●ノームさんのセッションは全てよかったで
す。可能ならば、ノームさんの本をチアで出版
してくれると嬉しいです！！（東京　森脇弘隆）

●ノームさんの講演は、とても興味深かったで
す。新しい視点でクリスチャンライフを送ろう
と思います。子どもへの教育にも生かしていき
たいです。（東京　Ｂさん）

●毎年励まされます。ノーム師基調講演３は、
私がホームスクールに導かれた原点で、「愛す
ることは一緒にいる事」と示され、踏み出した
ことの確認と励ましと、イエス様の思いの再確
認でした。（東京　赤津めぐみ）

●久しぶりに CSS で一緒に学んでいた友達の
活躍などの話を聞けて、とても励まされました。
ピーター・ブロックソムさんの「世界観」が良
かったです。（千葉　越川希美）

●とてもよかったです。ノーム先生、稲葉氏、
宇佐神氏（１－ B）も興味深かったです。（千
葉　奈良扶規子）

●ノームさんの講演で深く悔い改めました。で
も、スカッとした悔い改め。自分で何でもやり
がちなので、主に任せようと思いました。（東
京　豊田宏子）

●毎回悔い改めとチャレンジに迫られ、新たな
力が与えられます。ありがとうございました。
ピリポさんの「伝道について」は、シンプルだ
けど、主のみ言葉に力があることを実感し、ま
た、神様の私たちに対する愛を感じて涙が出ま
した。イエス様からいただいた仕事（伝道）を
頑張ろうと思いました。（千葉　越川澄子）

●とてもよかった。励まされます。今回も参加
できて感謝です。神様に感謝します。基調講演
すべてと、赤津さんの分科会がよかったです。

（山形　高倉新喜）

●初参加でしたが、来れてよかったです。チャ
ーチ & ホームスクーリングを始めたいです。（京
都　福井さなえ）

●とても励まされました。それぞれの家族に与
えられている神様の恵みに感動しました。いつ
もホームスクーラーを励ましてくださり、あり
がとうございます。高倉正＆幸子夫妻、成瀬さ
んの分科会が良かったです。（山形　Ｃさん）

チア・コンベンション 2015
アンケート Part 2
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●生命を得ました。園児は、現在次男が一人と
なり、心を試される日々でした。もう一度、聖
書教育の原点、信仰の原点に立ち返りたいです。

（大阪　Ｄさん）

●土曜だけの参加でしたが、恵みがギュッとつ
まった一日でした。コンベンションでしかお会
いできない方々と少しずつですが濃い交わりが
開かれ、励まされました。運営面が安定してい
て安心して最後まで過ごせました。今、私に必
要な内容で深く教えられました。主人との関係
で私の罪が示され、帰りの車の中で主人に謝る
ことができました。主人は優しく許してくれ、
その後夫婦の愛が更に深まったと感じていま
す。まだまだ学ぶべきことが沢山あるんだなー
とコンベンションや白馬に出るたびに教えられ
ます。（長野　衣笠葉子）

    ＊＊＊＊＊ こ ど も 編 ＊＊＊＊＊

●たのしかった！（三橋乃愛　6 歳）

●とても良かったです。昨年は行けなかったの
で、今年を楽しみにしていました。来年もまた
行きたいです。来年は弟も来れるといいです。
ありがとうございました。（三橋優希　11 歳）

●よかったです。えのコンクールにもでてみた
いです。またきたいです。（平山創　12 歳）

●楽しかったです。友だちも新しくできたので
うれしかったです！（高倉みのり　9 歳）

●楽しかった。（山崎真生　9 歳）

●最初は友達がいなくて不安だったけど、きて
から友だちもできてすっごく楽しかったです！

（白川咲百合　12 歳）

チ
ア
・
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
（
東
京
会
場
に
て
）
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★ソーシャルメディア断食レポート (Part5）★

★★★★★★★ 11 日目つづき★★★★★★★

★今日は心も体も楽に過ごせた一日でした。最近は

聖書を集中して読むことがなかなかできなくて、自

分でも悩んでいたんですが、今日はしっかりと読め

て聖書の言葉の内容をじっくりと考えることができ

たのでとても良かったです。この断食を通して、メ

ディアへの接し方、また神様への接し方が変わった

なーという実感があります。メディアに触れないこ

とで心の中がすっきりして気持ちがいいです。いよ

いよ明日がメディア断食最終日ですね！最後まで励

まし合って頑張りましょう！みなさんのことも祈っ

てます！　　　　　　　　　　　　　　中村義也　

★今日は図書館に行って調べ物をしました。今まで

はすぐにスマホで調べていたんですけど、図書館で

本を探して調べました。達成感がかなりありまし

た！笑　明日最後ですね！神様に守られた事を感謝

します (^-^)　　　　　　　　　　　　　  波場瑛　

　

★★★★★★★ 12 日目・最終日★★★★★★

★早くも２週間が過ぎましたが、完全に習慣が変え

られた感じです。このようなチャレンジを与えてく

ださって感謝します。誰に支配されるかで人生を大

きく変えるものなので、不要な連絡手段、メディ

　2 月 11 日に行われたチアサポ－トスクール保護者会にて、ソーシャルメディア断食へのチャ
レンジを呼びかけました。応答したチャレンジャーたちの感想、遂に最終回です！！

サマーキャンプにて
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アはカットし続けたほうがよいかと思いました。目

に見える偶像礼拝ではなく、２０１５年における偶

像礼拝はソーシャルメディアによる攻撃かと感じま

す。聖書のみ言葉により清められ、主イエス・キリ

ストにある交わりを大切にしていきたいと思いまし

た。今回は、多くのチャレンジャーの方々のメール

による報告に励まされました。継続できたのは、と

もにチャレンジしたからだと思います。本当によか

ったと思いました。皆さん、ありがとうございまし

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田肇

★ハレルヤ！今日最終日ですね。皆さんのコメント

を読んでいて、本当に励まされていました。2 週間

前の今日、ネットだけなら 2 週間断食なんて簡単

にできるわ、と思っていた私。ネット中毒になって

いる現代の若者を危惧していた私。いざ始めてビッ

クリ。今までネットや映画鑑賞などを、自分がいか

に拠り所や安らぎにしていたかを思い知らされ、愕

然としました。そして、今まで奪われていた時間を

思いました。今日も私一日頑張った、ネットを見な

がらリラックスタイム。今日のニュースは？友だち

は今日どのように過ごしたのかな？寝る前のネット

閲覧は一時間なんてあっという間。あれよあれよと

真夜中に。すると寝不足。不健康な生活でした。ネ

ット断食中は決まった時間に就寝。充分な睡眠時間

をとれて日中は大忙しですが、何だか楽。健康的な

生活となりました。そこで決心。寝る前は絶対しな

い、最低限の使用に、と。こうした機会が与えられ、

主に感謝します！アメリカから駆けつけ、貴重なお

話、またチャレンジを与えてくれた稲葉さん、チア

のスタッフの皆さんに心から…ありがとうございま

した！　　　　　　　　　　　　　　　堀井ユリ

★スマホ断食 2 週間感謝でした。日々、皆さんのレ

ポートメールやコメントに本当に励まされました。

有り難うございました。ホームスクールや仕事 ...、

あまりにもバタバタの日常が当たり前になっていた

私がメディアから解放された中で、静まってもっと

主を慕い求める事を第一にしなくてはならない！と

気付かされ、悔い改められた事が今回何よりの感謝

でした。今回身に付けた良い習慣を無駄にしない様

に、息子ともスマホの時間を制限し、継続して分か

ち合いつつ歩んで行けたらと思っています。有り難

うございました。　　　　　　　　　　Ａ子さん

★後からの参加だったので１週間足らずでしたが、

皆様のメールやレポート、サポートにとても励まさ

れました。特にティーンの方々が主に応答してチャ

レンジしている姿は清々しく、まだ少し小さい子供

を持つ親としては、「ティーンも、こういう風に歩

む事ができるんだ！」と、大変励みになりました。

　「どのようにして若い人は自分の道をきよく保て

るでしょうか。あなたのことばに従ってそれを守る

ことです。」詩篇 119：9 のみ言葉のような、歩み

だと思いました。また、「あなたがたの神、主であ

るわたしが聖であるから、あなたがたも聖なる者と

ならなければならない。」レビ記 19：2b のみ言葉も、

期間中、心に響きました。

　　私自身は、ネットはだいたい 5 ～ 20 分位の調

べ物に使用して、ニュースは見なかったので快適で

した。ただ、金曜の夜だったか、つい 30 分くらい

見てしまいました。原因は「不安」でした。ネット

で色々調べる事自体は悪い事では無いと思うのです

が、情報をたくさん得る事で安心を得ようとしてい

たり、自分で何とか解決しようとすることは、やは

り罪なのではないかな、と気付きが与えられました。

今までも時々、“ネット抑制スイッチ”の様な物が“プ

チッ”と切れる瞬間があって、例えば子供の体の具

合が悪くなった時などが、多かったですね。有益な

情報がまったく得られない訳では無いのですが、徒

労に終わる事も多かった気がします。結局、主権は

神様ご自身にありますから、今後もたとえネットで

調べ物をするにしても、やはり時間を決めるとか、

とにかくネットを偶像にしないようにしたいです。

無駄にニュースを見ない習慣も続けたいです。それ

では、特別な期間を皆様と共に過ごせた事を、心か

ら感謝しつつ…。　　　　　　　　　　Ｂ子さん

★この 2 週間、今までネットに使っていた時間を、

他の事に有意義に使う事が出来ました。頭の中がス
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ッキリしたような感じで、ひ

とつ一つ取り組む事に集中出

来ました！今回、決心してネ

ット断食をしたのは正解だっ

たと思います。皆さんのコメ

ントに励まされました。神様

の愛と皆さんに感謝します。

　　　　　　　　　　波場瑛

★最終日も頑張ることができ

ました！色々急なこともあり

ましたが、守られたこと感謝

です。この 2 週間やってみて、

非常に良い体験でした。最初

はちょっと苦労しましたが、日に日に楽になってい

けました。ネットをしないことで重いものから解放

されたような感じでした。今までで一番良い 2 週

間だったかなと思います。僕が重要だと思っている

ことは、この断食が終わった後だと思います。2 週

間だけネット断食しても、終わった後に今までと全

く同じような周りがネットだらけな生活に戻ってし

まっては、あまり断食をやった甲斐がないと思いま

す。断食が終わっても、断食をやっている時と同じ

ように神様を見上げ、ネットをやり過ぎないように、

制限することができたらいいのではないかと思いま

す。この断食を実行してくださった稲葉さんはじめ、

チアのスタッフの人たちに感謝します！また、神様

にも感謝します！　　　　　　　　　　中村義也

★昨日は、私が夜忙しくて報告できませんでした。

息子は、毎日頑張って、日に日に強められているよ

うです。途中から始めた皆さんと一緒に、このまま

続けるみたいです。

　恵悟くんのチャレンジ、励まされました！断食も

そうですが、一度、ある地点を目標に設定して、そ

こが終わる時に、さらに伸ばす、というのは、最初

から長い目標を設定する以上に、チャレンジが大き

いのでは、と思いますが、さすが！そして、ご家族

が一緒に出来ない時に、ひとりでする、というのも、

やはりチャレンジだと思いますが、それでこそ、次

世代リーダーだなと感動しています。お忙しい中、

メールの編集や励まし、お祈り、本当に感謝です。

義也くんが書いている通り、ネット断食終わった後

が、大事ですよね。 私も、皆様のますますの祝福

と勝利をお祈りしています。　　　　　Ｃ子さん

★私も皆さんのチャレンジの報告を読みながら、共

に主を見上げることができてとても感謝でした。ご

家庭での真剣なやり取りに感動しました。期間中、

伝道の機会も与えられました。また、中学の先生と

の定期的な面談があり、この一ヶ月のトピックでチ

アサポートスクールの保護者会の話をしました。ネ

ット断食のこと、年齢に合わせた時間制限でやると

いうところでは、先生はメモを取っていました。尊

い決断をした兄弟のためにもお祈りしています。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ子さん

　

　ＬＩＴの遊具の設置の仕事！意外と重い !（サマーキャンプにて）

この秋、ソーシャルメディア断食２回目

を予定していましたが、時期を変更するこ

ととなり、只今検討中です。詳しくは追っ

て掲載致します！お楽しみに☆
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♪ボイス＆メール♬ Voice & Mail
◆主の御名を賛美します。 ニュースレター
153 号、ありがとうございました。私はほ
んとうにすぐに恵みボケしてしまうのです
が、今、私たちが無事にホームスクールで
きているのも、励ましてくださるチアの皆
さん、また、あらゆるところで法律的な部
分でも働きかけてくださってる皆さんのお
かげなんだと、主に感謝を新たにしました。
　正直、審査されたらうちはアウトになり
そうな気もしますが…、緊張感は必要です
ね。法案のところで、教育委員会の許認可、
ということがありましたが、稲葉さんのご
意見にまったく同感です。
　学校に行ってたとしても、その学年の勉
強が 100％身についているわけではないし、
子供によっては科目ごとの得意・不得意が
あり、進度も違うだろうし、それを一律で
教育委員会のスタッフの方が承認できると
は思いません。何より、今は教職員・教育
委員会は受難の時代だと思っています。い
じめ問題でも、まずはいじめた子供、その
教育をしてきた親ではなく、教員・校長・
教育委員会が叩かれ、反論の場はない。そ
れだけでも、大変なお仕事だと思います。
　私は、学校から離れて、時に、担任の先
生に面談・報告に行っていますが、通わせ
ていたときにはわからなかった、教職員の
忙しさに驚かされています。17 時ごろにい
つも訪問するのですが、ミーティングや出
張で、いつもバタバタされています。手分
けして、細かい作業をし、テストの丸付け
などをし、児童や保護者にトラブルがあれ
ばその対応も即時しなくてはならない。職
員室はいつも終電近くまで電気がついてい
ます。
   また、何かあると「教育委員会に言う

ぞ！」と脅迫する保護者もいらっしゃるよ
うで・・・。私が、PTA 役員をしていた時
もいろいろとありました。ともあれ、私は
担任の面談をするときは、かならず言葉を
尽くして先生方のご労をねぎらうようにし
ています。
　この分野でも用いられてる稲葉さんやチ
アが、これからも強力に神様から守られる
ようにお祈りしています。特に事故とケガ
からの守りを、祝福を祈っています。（匿
名希望）

◆ 7 才の長男と始めて 2 年目です。カリ
キュラムや一日の流れなどまだまだ模索中
です。最初は、心が燃えて張り切っていま
した。その後、悩みも出てくる中、「すご
いこと、特別なこと」をしなくても、家族
で一緒に落ち着いて過ごす、シンプルな毎
日を喜ぶことができてることに気づきまし
た。さらに、その積み重ねで、主の御言葉
も深く味わうことができることにも気がつ
かされました。家族全体でこのように歩め
るのを感謝し、今後に、さらに期待しつつ、
今日を歩んでいます。（埼玉・朝霞市　B
さん）　

◆ここ軽井沢から、チア・にっぽんの働き
を覚え祈っておられる兄弟姉妹と共に、大
いなる祝福と主のご栄光が現わされるよう
にお祈りしています。
　5 人のお子さんがホームスクーリングで
成長されたサリー・カフマンご夫妻とご一
緒に主に仕える機会も与えられ、感謝して
います。主に在る出逢いの大きな恵み＆祝
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福は私の信仰生活の励ましです。（長野・　
軽井沢町　C さん）

◆チア・にっぽん絵画コンクールの表彰状
の郵送、ありがとうございました。
　その日は子どもが風邪をひいて朝から小
児科医へ行き、帰宅したらポストに入って
いました。開けて見て、子どもたちは体が
弱っているのも忘れ、大喜び。次回作の話
しにまで盛り上がりました。
　日々の成果というか、形としてなかなか
していることが見えにくいので、賞状は大
きな励ましです。また、次へ進む元気をい
ただきました。ありがとうございます。祝
福のメッセージも、ありがとうございまし
た。（北海道・北見市　D さん）

◆チア・サマーキャンプありがとうござい
ました。今朝のデボーションの中で、最近
一番課題であった下の子の不従順が本人に
示され、泣きながら悔い改めていました。「主
よ私の心をとらえて下さい」と日々祈る子
どもであり親でありますように。またお会
いできる日を楽しみにしています。

　チア・にっぽんを心から応援しています。
（札幌市　E さん）

◆ご無沙汰しています！！札幌に家族で引
越し、相変わらず賑やかに楽しく超元気に
やっている瀧山です（笑）
　こちらでは、子ども達は札幌キリスト福
音館のチャーチスクールに通っています。
ちなみに日曜日の礼拝は ICF 教会に通って
います。札幌での生活は神様がこんなにも
全て備えて導いて下さっていることがよく
分かる、恵まれた感謝な毎日を過ごしてい
ます。
　チア関係では、同じ ICF 教会で、F さん
たちがホームスクーリングをしており、稲
葉さんたちや丸森の皆さんもよくご存知で
した。チアの働きの大きさ、知名度の高さ
をこちらにいても感じます。
　なかなか札幌からチアコンベンションや
キャンプへの参加は厳しい状況ですが、も
し札幌で何か企画される際は喜んで協力＆
宣伝致しますので！！
　チア・にっぽんの働きがますます祝福さ
れますようにお祈りします！！　主にあり
て（札幌市　瀧山知英さん）

「
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 【5月会計】    

  　　　収入                                          

  献金                   1,748,000                                                                 

  書籍・教科書　         　 70,877           

　会費　                   148,000         

　広告　　　　　　　　　　  60,000

  DVD/CD、ビデオ等          19,026 　

  その他         　        109,271         

　　　                   2,155,174

        支出　  

  事務局経費　　         1,440,390                              

　通信運搬費　　            69,086             

  交通費　　　　　　　　　 113,628

　印刷費　　　　　　　　　 464,292

  DVD ＆商品仕入費　　　　  12,872

　出版プロジェクト   　　　118,205     

　                       2,218,473

 

    残高　　               -63,299             

  前期繰越　  　　　　　　 305,231 

  翌期繰越　  　         　241,932 

 【6月会計】 

 　　収入                                          

  献金                   2,201,054                                                                 

  書籍・教科書　         　357,199           

　会費　                   191,000         

　広告　　　　　　　　　　 543,296

  DVD/CD、ビデオ等          80,211 　

  その他         　        108,422         

　　　                   3,481,182

        支出　  

  事務局経費　　         2,324,553                              

　通信運搬費　　           104,752              

  交通費　　　　　　　　　 101,468

　印刷費　　　　　　　　　 328,559

  DVD ＆商品仕入費　　　　  19,040

　出版プロジェクト   　　　698,976     

　                       3,577,348

 

    残高　　               -96,166               

  前期繰越　  　　　　　　 241,932 

  翌期繰越　  　         　145,766 

　　 ☆尊い献金、会費の送金を、

       心から感謝いたします。                            

　 　

  ●チア・オリンピック2015
　  2015 年 9 月 19 日（土）

　　◆台東リバーサイドスポーツセンター

　　　（東京都台東区）

　●白馬セミナー2015
　  2015 年 11 月 26（木）－ 11 月 28 日（土）

　　☆ 1週、後にしました！！☆

　　◆ホテル・グリーンプラザ白馬（長野）

　●チア・コンベンション 2016
　　・大阪　2016 年 6 月 3 日（金）、4日（土）

　　・東京　2016 年 6 月 10 日（金）、11 日（土）

チア・にっぽん カレンダー

チア・にっぽん事務局
〒189 − 0013  東京都東村山市栄町 1-5-4-103

TEL 042-318-1807  メール対応 FAX 03-6862-8648

    メール　office@cheajapan.com

☆コンベンション講演・分科会 CD・DVD ☆ 

全７０講演を収録したコンベンション DVD、（コンピューター
用・mp3 版）には、特別講師の講演のパワーポイントデータ
も入っています。お申込みは、チア事務局へ！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 定価 6800 円（税込）


